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研究機関代表者殿

委託事業に係る会計経理の適正化について

2 3機構A24011002号

平成 24年 1月17日

当機構が実施している委託事業については、委託費として計上できる経費は、

委託事業の実施に直接必要なものに限るとして、従来から委託費の適正な執行を

お願いしているところですが、今般、会計検査院が当機構及び当機構の委託先に

対して行った会計実地検査の結果、①業務日誌が整備・保管されておらず、実績

報告書に計上されていた人件費及び賃金の額の妥当性が確認できない。②出張報

告書に具体的な用務の内容が記載されておらず、実績報告書に計上されていた出

張旅費の額の妥当性が確認できないものがあるとの指摘がありました。

このため、当機構として、委託先においては委託事業に従事するすべての職員

及び非常勤職員について、作業(業務)日誌を整備・保管いただくこと及び出張

先での用務の内容を出張報告書等に具体的に記載いただくこととし、 73IJ紙のとお

り、「委託試験研究の事務処理について」を定めましたので、遺漏なきょう取り

計らい願います。

なお、関係する内部研究所等がある場合には、貴職から通知頂きますようお願

いします。
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(別紙)

委託試験研究の事務処理について

1. 人件費及び賃金について

1 )委託事業で雇用される研究者等について

委託事業に直接従事する研究者等(委託事業に従事するために臨時に雇用

された研究員、研究補助者等(以下「研究スタッフ」という。)を含む。)

については、委託事業と人件費及び賃金を計上する者との関係を明確にする

ために、あらかじめ、委託事業の計画を記載した研究計画書、業務計画書、

研究スタッフの所属、氏名、業務内容が記載された研究実施体制図等(以下

「研究計画等」という。)に記載するとと。追加の雇用、人事異動等に伴い

委託事業に従事する研究スタッフに異動があった場合は、その都度、研究計

画等の修正を行うこと。

なお、業務計画書、研究実施体制図を作成していない委託事業については、

雇用契約書等により、委託事業と研究スタッフの業務内容等との関係を明確

にすること。

2 )作業(業務)日誌の整備・保管について

人件費及び賃金は、委託事業に直接従事した時間数等により算出すること

となりますので、委託事業に従事するすべての研究スタッフについて、作業

(業務)日誌を整備・保管することにより委託事業に係る勤務実態を把握し、

十分なエフオート管理(委託事業に係る勤務実態の管理)を行うこと。(記

載例参照)

3 )勤務実態の確認について

勤務実態については、雇用責任者(勤務管埋者)において、日々確認を行

うこと。

確認を行う際の関係書類の例

出勤簿(出勤状況、休暇、欠勤などの情報)、作業(業務)日誌(勤務

実態)、出張伺(出張報告書)、研究(実験)ノート、人件費(賃金)

台帳など

2. 出張旅費について

1 )委託事業により出張できる者について



委託事業に係る出張については、研究計画等に記載されている研究スタッ

フに限ること。

2 )研究スタッフ以外の者を出張させる場合について

委託事業のための試料(データを含む)収集や播種、収穫など一時的に人

手を要する園場作業等、研究スタッフとしてあらかじめ研究計画等に記載す

ることが困難な研究スタッフ以外の者を出張させる必要が生じた場合は、そ

の理由を明確にしたうえで、事前に研究計画書を修正(研究計画書に記載)

した上で出張させること。

3 )大学における学生の出張について

圏内・外国を問わず学生単独での出張は原則として認められません。学生

単独の出張について、大学の規程により認められている場合であって、担当

教員が問行できないやむを得ない理由がある場合には、理由書等により、そ

の理由を明確にし当機構の了解を得た上で出張させること。

4)出張内容と研究課題との関連を証明する書類について

出張内容と研究課題の関連を証明するため、出張伺書及び出張報告書等を

整備・保管すること。

なお、研究機関の規程等により出張報告書等の作成が義務付けられていな

い場合は出張伺書等において、出張伺書等の作成が義務づけられていない場

合は出張報告書等において、用務名のほか出張内容と委託事業の関係が判る

ように記載すること。

(出張伺書)

・出張伺書に記載する用務について、例えば iOOフェアへの参加、展示」、

iOO研修への参加」、「研究打合せ」のみの用務の場合は、委託事業との

関連性が判断できないことから、その用務のみで委託事業との関連がわかる

ように記載すること。(記載例参照)また、会議、研究会、学会等について

は、開催案内を添付すること。なお、研究者としての一般的なスキルを向上

させるための研修については、認められません。

(出張報告書)

-出張報告書の用務内容(概要)について、用務名をそのまま記載するのみで

はなく、委託事業との関係及び必要性が明確にわかるように具体的に記載す

ること。(記載例参照)

・例えば、作業の場合は、作業内容と委託事業との関係、打合せの場合は、相



手方の氏名及び打合せ内容の概要、情報収集の場合は、情報収集内容の概要

と委託事業における必要性、あるいは、有効性等を記載すること。また、会

議、研究会、学会等については、プログラム、(発表した場合)発表要旨を

添付すること。

※情報収集の場合において認められないケース

例えば、園芸関係を研究している研究者が、園芸学会に出席し情報収集

するととは、委託事業の実施如何にかかわらず想定されることですので、

出張報告書の記載内容が、「園芸学会秋季大会に出席し情報収集を行っ

た。」などのように学会名等を記載しただけになっていて、情報収集内容

や委託事業における必要性が明記されていない場合は、委託事業との関係

が明確にされているとはいえず、認められません。

6 )適切な旅費額の計上について

当初の出張予定が変更となり、旅費額に増減が生じた場合は、必ず、実態

に基づき精算手続きを行う乙と。特に、出張日程が短縮された場合、予定の

変更により出張を取り消した場合などには注意するとと。

7 )出張旅費と人件費(賃金、謝金、派遣を含む。)の予算区分について

委託事業で出張する場合は、原則として、委託事業の研究スタッフ(本委

託事業に従事するために臨時に雇用された研究員等を含む。)である必要が

ありますので、出張旅費の予算と臨時に雇用されている研究員等の人件費(賃

金、謝金、派遣費を含む。)の予算は同じであることが必要です。

やむを得ない理由により他の事業で雇用されている研究員等を本委託事業

で出張させる場合は、研究計画等を修正するとともに、他の事業との整合性

についても明確にすることが必要です。

3. 施行時期について

この通知は、 23年度委託事業についても直ちに適用すること。



0000 

o"x研究室

月~童

平成年月 分

毘 曜
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作業(業務)日 誌(記載例)

パートタイム

6時間/目

時

14 15 
r" 

16 17 18 19 20 21 22 

槽関名 000000 

従事 作業向容

23 24 時間 [具体的に記躍)

A，OOOO分析 3H
1月 A B 

6 B骨折結果のPC入力 3H
A，OOOO分析 3H

2火 A c 6 C分軒結果のPC入力佳の整理 3

3水 6 
A，OOOO分析 6H

A A 

4木 休暇 3 
A，OOOO分析 3H

A 

5金 体暇 3 
B分析結果のPC入力 3H

B 

6土

7日

" 
" 
" 
" 
30火

31水

実績時間古計 24 

上記のとおり勤務実績を報告します。 左記の者について、上記業務に従事しており、 【内訳】

報告のとおり勤務したことを確認します. 従事時開通勤日数

作業(業務)従事者

@ 
雇用責任者等 A，OOOO垂罰事業(00センタ ) 

氏名 0000 職名 00研究室長【J『印J 8，0000垂託事業(00省00局)

氏名 0000 印 C，OO塵政局)

りこの作業目誌は、垂託事業に従事する者が、毎日記入。

2) 1か月田勤務が終了した場合には、芭ちに「作業[業務)従事者欄」に記入捺印のうえ、雇用責住者に提出。

[雇用責任者等の留軍事項]

①人件費及び賃金田対車となっている作業(業務)従事者聾の作業(業務)日誌を整備すること。

(当該垂託事業の従事時間と他国事業及び自主事業等に係る世事時間・内容と田重複記載は認められないことに留意する。)

② 作業(業務)目誌の記載は、事業に従事した者本人に原則聾日記離させること.

(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされるζとがないよう適切に官理すること。)

o h 

o h 

o h 

③当設委託事業に従事した実績時聞を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働[残業・休日出勤等)時聞を古める場合は、

以下町事由による場合とする.

・霊託事業町内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合。

-垂託事業町内容から、休日勤務(例・土日にシンポジウムを開催等}が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している塙古。

ただし.支給していない場合でも垂在先において代休など撞替措置を手当している場合は同棒とする.

④昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。

⑤当該垂証事業における具体的な従事向容がわかるように記践すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために

従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が吉まれる場合は、綾分計上を行う必要がある。

⑥当鼓聾託事業以外由業務を兼務している場合には、他の事業と当2童委託事輩の従事状況を確認できるように区分して記載させること。

⑦垂託先における勤務時間管理者は‘タイムカード(タイムカードがない場合は出勤揮)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載して

いないかを確認のうえ、氏名押印する。

0日

0日

0日



旅行命令権者 部長 課(室)長 |勤務時間管理員| 経理係

出張報告書(記載例 )

平成00年00月00日

旅行命令権者殿

所属 0000 
氏名 00 00 印

下記のとおり出張しましたので、その概要を報告します。

記

1 用 務 委託試験研究(課題名:rOOOOOOOOJ)における0000の解

明方法の打ち合わせのため

2 用 務先 00大学00学部

3 旅行期間 平成 00年00月008から

平成 00年00月00日まで 0日間

4 復命事項

平成00年00月00日に。。大学00学部において00教授及び00助教授と委

託試験研究課題の0000について解明方法の打ち合わせを行った。

特に00教授とは、 0000と0000の抵抗性の関係解明について、今後の解明

方法の加速化、効率化を図るため研究手法及び分担についての確認を行った。

また、 00助教授とは、分析は00月までに行い結果については、ライブラリー化

し共有することについても確認を行った。

(注)用務欄、復命事項欄の記載内容の例を示したもので、現在、各機関で使用している

様式の変更を求めるものではありません。
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公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について 

（共通的な指針） 

平成１８年８月３１日 

総合科学技術会議 

１．趣 旨 

 研究者等による公的研究費の不正使用等は、科学技術及びこれに関わる者に対する

国民の信頼を裏切るものである。また、無駄の徹底排除など研究費の効率的な執行も

求められている。 

 不正事案が起きる原因・背景には、研究者等の意識の希薄さや研究費使用ルールの

理解不足、研究機関や配分機関のチェック体制の不備などが指摘されている。 

 これまで、不正使用等に対しては、会計検査等に加え、研究費の配分機関や各研究

機関等が、ルールづくりや監査の実施、研究費返還命令など、未然の防止策や不正使

用等が起きた場合の対応策を講じてきたが、なお十分とは言えない面がある。 

 今後、研究活動を一層推進する観点から、ルールの明確化や遵守、研究者のモラル

の向上を求めるとともに、研究者個人による不正を誘発しないような研究費の機関管

理の徹底、研究費制度の改革など、研究機関・研究費制度の特性、不正使用の態様等

に応じて、以下に掲げる事項を基本として取り組む。政府、配分機関、研究機関は連

携し、競争的資金等の公募型研究費を中心に本指針に則った取組にできるだけ早期に

着手し、遅くとも平成１９年度には具体的に推進することとする。 

２．関係府省・配分機関・研究機関において今後取り組むべき事項 

（１）関係府省・配分機関

① ルールの整備・明確化(別紙参考１参照)と研究機関・研究者等への周知徹底を

図る（ハンドブックの作成・配布、説明会の開催、相談窓口・不正告発窓口の設

置等）。併せて、府省・制度間での可能な範囲でのルールの統一化に取り組む。 

② 効率的・効果的な検査等の仕組みを整える（検査等の手順のマニュアル化、臨

時の実地検査の実施等）。 

③ 研究費管理に関する研究機関の責任を一層明確化する（機関経理の徹底）。

④ 競争的資金の不正使用等を行った研究者について、応募資格制限措置の徹底に

加え、悪質な事案については、その概要を公表する。 

⑤ 競争的資金の交付に当たっては、（２）に掲げる研究機関におけるルールや管

理・監査体制等の整備を求め、取組が不十分な場合は、必要な指導・助言等を行

う。 

⑥ 研究機関における研究費の管理・監査体制等に著しい問題があり、かつ、具体

的な指導等にかかわらず理由なく改善措置を講じない場合等研究機関に明確な
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責任がある場合、その研究機関に対して競争的資金の交付を一定期間停止する等

の措置を導入する。その際、研究費の特性、研究者と研究機関の責任の峻別、研

究活動への影響等を十分に踏まえることとする。 

⑦ プロジェクト研究も含めた研究費の不合理な重複・過度の集中の排除を徹底す

る（府省共通研究開発管理システムの早期整備・活用等）。 

⑧ 上記に掲げるほか、各研究機関における（２）の取組を促すとともに、情報提

供等の必要な支援の充実に努める。 

（２）研究機関

① 研究者本人が経費支出手続きに直接関わらない仕組みの徹底を含め、研究機関

における研究費の使用等のルールの整備・明確化（別紙参考２参照）とその周知

徹底、研究者等のモラルの向上を図る（研修会の開催等）。 

② 研究費の管理・監査体制を整備する（責任者の明確化、チェックシステムの整

備、積極的な内部監査・外部監査の実施、事務体制の強化等。なお、研究機関・

研究費の特性・規模等に応じたものとする）。 

③ 不正事案の調査・報告・処理体制を整備する（内部通報窓口の設置、通報者の

保護、調査体制の整備と迅速・公正な調査の実施、配分機関・関係府省への報告、

刑事告発、不正事案の公表等。なお、研究上の不正への対応と可能な範囲での手

続き面の共通化を図る）。 

④ 繰越明許費制度の活用を含め、ルールの範囲内での研究費の一層弾力的・効果

的な運用や間接経費の有効な活用に努める。 

（３）取組に際して留意すべき事項

① いたずらに研究活動の萎縮を招かないよう、単なる規制等の強化や煩雑な手続

き等にならないよう留意すること。 

② 研究機関や研究費制度の特性・規模や実態等も踏まえ、効率的かつ実効性の高

いものとすること。 

（４）総合科学技術会議のフォローアップ

 上記に掲げる関係府省・配分機関等の取組状況（公募要領等の改定を含む）につい 

て、平成１９年度のできるだけ早い時期に把握し、必要に応じ、本会議等に報告する

とともに、不適切な場合には、改善を求める。 

３．関連する事項 

研究費の有効活用、不正使用の防止等に資するよう、引き続き、競争的資金制度改

革に取り組む（研究費交付時期の早期化、繰越明許費制度の活用促進、間接経費の拡

充、研究費制度間でのルールの共通化促進を含む）。
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参考１：関係府省・配分機関におけるルールに盛り込むべき内容の例 

以下を参考に、研究費制度の特性・規模や実態等を踏まえ、実効性の高いものとすること。 

機関経理の確保等 

・配分機関から研究機関への機関経理の直接委任（研究課題の機関への委託契約を含む） 

・研究者が所属する研究機関が機関経理に相応しい仕組みを備えていることについて、公

募要領・契約書等への明示と、交付・契約等に際しての確認 

・研究機関の管理・監査体制や機関経理の取組みが不十分な場合等の、指導・助言等の手

続き

・研究機関へのペナルティーを設ける場合は、明確な基準と公正で透明性の高い手続き

検査等の強化 

・検査等の体制の確保

・効果的・効率的な検査等の手順のマニュアル化

・研修によるマニュアルの習熟など検査担当者等の技術の向上

・研究者本人が経費支出に直接関与していないことについての検査等の実施

不正事案への対応 

・補助金・委託費等の取消・返還命令等

・応募資格の制限

・研究機関に重大な責任がある場合における対応

・不正告発窓口の設置、不正内容の概要の公表

・関係府省・総合科学技術会議への報告

参考２：研究機関における研究費の使用等のルールに盛り込むべき内容の例 

以下を参考に、研究機関の特性・規模や実態等を踏まえ、実効性の高いものとすること。 

機関管理に相応しい仕組み 

・適切な経理管理が可能な会計規程及び事務体制の整備

・契約担当者と支払担当者の分離、監査の独立など内部牽制が有効に働く仕組み

・内部又は外部監査の実施

未然の防止策 

・研究者本人が経費支出に直接関与しない手続き

・雇用研究者の適切な勤務・出張管理の手続き

・研究者の意見を踏まえ、契約担当者がその名義と責任で調達先の選定や納品を確認する

発注・納品管理の手続き 

事案の把握方法 

・研究機関における委員会の設置

・迅速な調査の実施、聴取手続き

・内部通報窓口の設置、通報者の保護、不正内容等の公表等

・配分機関・関係府省への報告の手続き



研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

本ガイドラインは、農林水産省又は農林水産省が所管する独立行政法人から配

分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金（以下「競争的資金等」と

いう。）について、配分先すべての機関においてそれらを適正に管理するために

必要な事項を示したものである。第１節から第６節においては、それぞれの研究

機関が実施するべき課題をテーマ別に記述し、第７節及び第８節においては、そ

れらの課題の実施状況評価をめぐって農林水産省がとるべき方策等及び研究費の

不正使用や不正受給が発生した際の措置を記す。

本ガイドラインの大前提にあるのは、次のような考え方である。

第１に、競争的資金等には研究機関に交付されるものと個々の研究者の研究遂

行のためのものがあるが、個人への補助の性格を有するものであっても、その原

資が国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、競争的資金等の管理は研

究機関の責任において行うべきである、というこれまでの原則を一層徹底するこ

とが適当である。

第２に、競争的資金等の管理を委ねられた機関の責任者は、研究費の不正な使

用が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、

抑止機能のあるような環境・体制の構築を図らなくてはならない。

研究機関は、その性格や規模において極めて多様であり、管理の具体的な方法

について一律の基準を強制することはかえって実務上の非効率を招き、研究機関

の研究遂行能力を低下させる危険性が高い。本ガイドラインは、大綱的性格のも

のであって、具体的にどのような制度を構築するかは、個々の研究機関の判断に

委ねられている。各研究機関において、組織の長の責任とリーダーシップの下、

構成員である研究者と事務職員が自律的に関与して、留意事項を参照しつつ、そ

れぞれの研究機関にふさわしい、より現実的で実効性のある制度を構築すること

が求められる。

なお、農林水産省又は農林水産省が所管する独立行政法人から競争的資金等の

配分を受ける限り、企業、財団法人、ＮＰＯ、外国の研究機関等も本ガイドライ

ンの適用対象となる。ただし、小規模な企業、財団法人又はＮＰＯ、あるいは我

が国の原則を強制することが無理な外国の研究機関等、ガイドラインに掲げたす

べての項目を実施することが困難な団体については、資金配分機関においてチェ

ックを強化するなどの措置によって代替する場合がある。また、企業等において、

会社法に基づく内部統制システムの整備の一環等として、規程等がすでに設けら

れている場合はこれを準用することを可能とする。

また、別添として幾つかの実施事項の例を挙げているが、これらは多様であり

得る制度構想の選択肢の一部として参考までに挙げているものであり、各研究機

関がこの例の通りに実施することを求めるものではない。なお、本ガイドライン

自体も、今後の運用を通じて、研究機関の実態により即した、より現実的かつ実

効性のあるものになるよう見直しを行っていくこととする。
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第１節 機関内の責任体系の明確化

競争的資金等の運営・管理を適正に行うためには、運営・管理に関わる者の責

任と権限の体系を明確化し、機関内外に公表することが必要である。

（全機関に実施を要請する事項）

① 機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について 終責任を負う者

（以下「 高管理責任者」という。）を定め、その職名を公開する。 高管

理責任者は、原則として、機関の長が当たるものとする。

② 高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を

統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という。）

を定め、その職名を公開する。

③ 機関内の各部局等（例えば、大学の学部、附属の研究所等、一定の独立し

た事務機能を備えた組織）における競争的資金等の運営・管理について実質

的な責任と権限を持つ者（以下「部局責任者」という。）を定め、その職名

を公開する。

④ 高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的

資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければ

ならない。

（実施上の留意事項）

各機関において適当と判断する場合は、部局等単位で責任の範囲を区分したり、

対象となる資金制度によって責任の範囲を区分することができる。その場合は責任

の範囲があいまいにならないよう、より明確に規定する。

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

高管理責任者は、研究費の不正な使用（以下「不正」という。）が行われる

可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止

機能を備えた環境・体制の構築を図らなくてはならない。

（１）ルールの明確化・統一化

（全機関に実施を要請する事項）

競争的資金等に係る事務処理手続きに関するルールについて、以下の観点か

ら見直しを行い、明確かつ統一的な運用を図る。

① すべての研究者及び事務職員にとって分かりやすいようにルールを明確に

定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持

できるか等の観点から常に見直しを行う。

② 機関としてルールの統一を図る。ただし、研究分野の特性の違い等、合理

的な理由がある場合には、機関全体として検討の上、複数の類型を設けるこ

とも可能とする。また、ルールの解釈についても部局間で統一的運用を図る。

③ ルールの全体像を体系化し、すべての研究者及び事務職員に分かりやすい

形で周知する。

④ 事務処理手続きに関する機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置し、



効率的な研究遂行を適切に支援する仕組みを設ける。

（実施上の留意事項）

① 機関内ルールの策定に当たっては、慣例にとらわれることなく、実態を踏まえ

業務が も効率的かつ公正に遂行できるものとする。

② ルールの例外的な処理は、ルールと実態の乖離を招く恐れが強いことから、極

力これを認めない。やむをえず認める必要がある場合については、例外処理の

指針を定め、手続きを明確化して行うものとする。また、例外的処理を認めた

ケースについて先例集を作成して周知させるなど、実務が放恣に流れないよう

大限の努力を惜しんではならない。

（２）職務権限の明確化

（全機関に実施を要請する事項）

① 競争的資金等の事務処理に関する研究者と事務職員の権限と責任につい

て、機関内で合意を形成し、明確に定めて理解を共有する。

② 業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分

掌を定める。

③ 各段階の関係者の職務権限を明確化する。

④ 職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。

（実施上の留意事項）

① 不正を防止するためには、適切なチェックが必要であることについて研究者の

理解を促進し、現場でのチェックが適切に行われる体制を構築することが重要

である。

② 業務の実態が変化しているにもかかわらず、職務分掌規程等が改定されないま

ま実態と乖離して空文化し、責任の所在があいまいになっていないかという観

点から必要に応じ適切に見直す。

③ 決裁が形式的なものでなく責任の所在を反映した実効性のあるものとなるよ

う、決裁手続きを簡素化する。その際、決裁者の責任を明確にするためにも、

決裁者の人数を少人数に絞ることが望ましい。

（３）関係者の意識向上

（全機関に実施を要請する事項）

① 研究者個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公

的資金によるものであり、機関による管理が必要であるという原則とその精

神を研究者に浸透させる。

② 事務職員は専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確保しつつ、効率

的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を機関内に浸透させる。

③ 研究者及び事務職員の行動規範を策定する。

（実施上の留意事項）

① 不正の発生の背景には個人のモラルの問題だけでなく、組織による取組の不十

分さという問題があるという認識を徹底させる。

② 不正発生を根絶するには、研究者、研究者コミュニティの自己決定によるルー



ルと体制作りが前提であり、それに従うことが研究者倫理であるという意識を

浸透させる。

③ 不正の問題は、機関全体、さらには広く研究活動に携わるすべての者に深刻な

影響を及ぼすものであることを、研究者は十分に認識しなければならない。

④ 事務職員は、研究活動の特性を十分理解する。

⑤ 事務職員は、研究を行う上で必要な事柄については、ルールに照らし実現可能

であるか柔軟に検討するとともに、検討結果につきできるだけ早く研究者に適

切な説明を行うことが求められる。なお、柔軟な検討については、本節(１)に

述べたことに充分留意することが必要である。

⑥ 部局責任者等、研究現場における組織風土の形成に直接責任のある者は、会議

等の運営に当たり、研究者と事務職員の相互理解を促進させるよう配慮する。

⑦ 事務職員のキャリアパスが、専門性を高められるものとなるよう配慮する。ま

た、機関として専門性の高い人材の育成に取り組む。

⑧ 行動規範の内容は、研究者や事務職員の問題意識を反映させたものとする。研

究者や事務職員の意識向上のため、現場で問題となりうる具体的な事項や実務

上必要な内容を優先順位を付けて記載し、個々の事象への対応ではなく、機関

の職員としての取り組みの指針を明記するものとする。

（４）調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

（全機関に実施を要請する事項）

① 不正に係る調査の手続き等を明確に示した規程等を定める。

② 不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明

性の高い仕組みを構築する。

③ 懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確に示した規程等を定める。

（実施上の留意事項）

① 不正に関する調査や懲戒に関する規程等については、不公平な取扱いがなされ

たり、その疑いを抱かれたりすることのないように、明確な規程とするととも

に適用手続きの透明性を確保する。

② 懲戒規程等は、不正の背景、動機等を総合的に判断し、悪質性に応じて処分が

なされるよう、適切に整備する。

③ 調査の結果、不正が確認された場合は事案を公表する。また公表に関する手続

きを予め定める。

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止対応計画を策定・実施する

ことにより、関係者の自主的な取り組みを喚起し、不正の発生を防止することが

必要である。

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

（全機関に実施を要請する事項）

① 不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況

を体系的に整理し評価する。



② 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。

（実施上の留意事項）

① 不正を発生させる要因の把握に当たっては、一般的に以下のような点に注意が

必要である。

（ア）ルールと実態が乖離していないか。

（イ）決裁手続きが複雑で責任の所在が不明確になっていないか。

（ウ）取引に対するチェックが不十分になっていないか。例えば、研究者と事務職

員の間の意思疎通が円滑でないことなどにより、事務職員から研究者に取引

状況の確認が行いにくい状況がないか。又は、研究者と取引業者の間が密接

になり過ぎており、チェックがかけにくい状況になっていないか。

（エ）予算執行が特定の時期に偏っていないか。

（オ）過去に業者に対する未払い問題が生じていないか。

（カ）競争的資金等が集中している部局・研究室はないか。

（キ）非常勤雇用者の管理が研究室まかせになっていないか。

② 不正には複数の要因が関わる可能性があることに留意する。

③ 具体的な要因を把握するに当たっては、組織全体の幅広い関係者の協力を求め、

実際に不正が発生する危険性が常にどこにでもあることを認識させ、自発的な

改善の取組を促す。

④ 不正を発生させる要因に対する不正防止計画は、優先的に取り組むべき事項を

中心に、明確なものとするとともに、定期的に見直しを行うことが必要である。

⑤ 不正防止計画の策定に当たっては、経理的な側面のみならず、ルール違反防止

のためのシステムや業務の有効性、効率性といった側面についても検討する。

⑥ 不正防止計画への取組に部局等によるばらつきが生じないよう機関全体の観点

からのモニタリングを行う。

（２）不正防止計画の実施

（全機関に実施を要請する事項）

① 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下

「防止計画推進部署」という。）を置く。

② 高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表明するとともに、

自ら不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。

（実施上の留意事項）

① 防止計画推進部署は、 高管理責任者の直属として設置するなどにより、機関

全体を取りまとめることができるものとする。なお、機関の規模によっては既

存の部署を充て、又は既存の部署の職員が兼務することとしても差し支えない。

② 防止計画推進部署には、研究経験を有する者も含むことが望ましい。

③ 防止計画推進部署は機関の内部監査部門とは別に設置し、密接な連絡を保ちつ

つも内部監査部門からのチェックが働くようにすることが望ましい。

④ 不正防止計画の着実な実施は、 高管理責任者の責任であり、実際に不正が発

生した場合には、 高管理責任者の対応が問われることとなる。

⑤ 部局等は、機関全体で不正が生じにくいように、防止計画推進部署と協力しつ

つ、主体的に不正防止計画を実施する。



第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第３節で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。業者との癒

着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、他者

からの実効性のあるチェックが効くシステムを作って管理することが必要であ

る。

（全機関に実施を要請する事項）

① 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。予

算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問

題がないか確認し、問題があれば改善策を講じる。

② 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できる

ようにする。

③ 不正な取引は研究者と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに

かんがみ、癒着を防止する対策を講じる。

④ 発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に機能するシス

テムを構築・運営する。

⑤ 納品検収及び非常勤雇用者の勤務状況確認等の研究費管理体制の整備につ

いて、機関の取り組み方針として明確に定める。

⑥ 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を機関として定める。

⑦ 研究者の出張計画の実行状況等を部局等の事務で把握できる体制とする。

（実施上の留意事項）

① 予算執行が年度末に集中するような場合は、執行に何らかの問題がある可能性

があることに留意し、事務職員は必要に応じて研究者に対して執行の遅れの理

由を確認するとともに必要な場合は改善を求める。

② 物品調達に係るチェックシステムは、不正の防止と研究の円滑かつ効率的な遂

行を両立させるよう配慮し、調達業務全体の枠組みの中で検討する。

③ 書面によるチェックを行う場合であっても、形式的な書類の照合ではなく、業

務の実態を把握するように実施する。

④ 発注業務を柔軟にすることを目的として一定金額以下のものについて研究者に

よる直接の発注を認める場合であっても、従来の慣行に関わらず、発注の記録

方法や発注可能な金額の範囲等について、機関として可能な限り統一を図る。

⑤ 納品伝票は納品された現物と照合した上で保存し、後日の検証を受けられるよ

うにする。

⑥ 物品調達について事務部門による検収を実施することが実務上困難な場合にお

いても、発注者の影響を排除した実質的なチェックが行われるようにしなけれ

ばならない。

⑦ 研究費の執行が当初計画より遅れる場合等においては、繰越明許制度の積極的

活用等、ルールそのものが内蔵する弾力性を利用した対応を行う。

第５節 情報の伝達を確保する体制の確立

ルールに関する理解を機関内の関係者に浸透させること、機関の内外からの情

報が適切に伝達される体制を構築することが、競争的資金等の運営・管理を適切



に行うための重要な前提条件となる。

（全機関に実施を要請する事項）

① 競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受

け付ける窓口を設置する。

② 機関内外からの通報（告発）の窓口を設置する。

③ 不正に係る情報が、 高管理責任者に適切に伝わる体制を構築する。

④ 研究者及び事務職員が機関の定めている行動規範や競争的資金等のルール

をどの程度理解しているか確認する。

⑤ 競争的資金等の不正への取組に関する機関の方針及び意思決定手続きを外

部に公表する。

（実施上の留意事項）

① 機関内部及び取引業者等、外部からの通報の取扱いに関し、通報者の保護を徹

底するとともに、保護の内容を通報者に周知する。

② 誹謗中傷等から被告発者を保護する方策を講じる。

③ 顕名による通報の場合、原則として、受け付けた通報に基づき実施する措置の

内容を、通報者に通知する。

④ 機関内外からの相談窓口及び通報窓口の仕組みについて、ホームページ等で積

極的に公表する。

⑤ 行動規範や競争的資金等のルールの理解度の調査においては、ルールの形骸化

やルールを遵守できない事情等がないか把握するよう努め、問題点が発見され

た場合には、 高管理責任者のリーダーシップの下、適切な組織（コンプライ

アンス室、監査室等）が問題の解決に当たる。

⑥ 民間企業等において、企業活動上、社内規程等を外部に公表することが困難な

場合は、資金配分機関への報告をもって公表に代えることができる。

第６節 モニタリングの在り方

不正の発生の可能性を 小にすることを目指し、機関全体の視点から実効性の

あるモニタリング体制を整備することが重要である。

（全機関に実施を要請する事項）

① 競争的資金等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及び

監査制度を整備する。

② 内部監査部門は、会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックの

ほか、体制の不備の検証も行う。

③ 内部監査部門は第３節（２）の防止計画推進部署との連携を強化し、不正

発生要因に応じた内部監査を実施する。

④ 内部監査部門を 高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、必要な権

限を付与する。

⑤ 内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化する。



（実施上の留意事項）

① 内部監査部門を強化するため、高い専門性を備え、機関の運営を全体的な視点

から考察できる人材を配置する。

② 内部監査は、機関全体のモニタリングが有効に機能する体制となっているか否

かを確認・検証するなど、機関全体の見地に立った検証機能を果たすことが重

要である。調達業務を例にとると、発注・検収・支払いの現場におけるチェッ

ク及び防止計画推進部署によるそれらのモニタリングがともに機能しているか

否かを内部監査により確認する。また内部監査には、ルールそのものにも改善

すべきことがないか検証することが期待されている。

③ 監事及び会計監査人と内部監査部門が、それぞれの意見形成に相互に影響を及

ぼすことを避けつつ、機関内の不正発生要因や監査の重点項目について情報や

意見の交換を行い、効率的・効果的かつ多角的な監査を実施できるようにする。

④ 内部監査部門は、コンプライアンス委員会や外部からの相談窓口等、機関内の

あらゆる組織と連携し、監査の効果を発揮できるようにする。

⑤ 内部監査の実施に当たっては、把握された不正発生要因に応じて、監査計画を

随時見直し効率化・適正化を図る。

第７節 農林水産省による研究機関に対するモニタリング、指導及び是正措置の

在り方

農林水産省及び農林水産省が所管する資金配分機関である独立行政法人（以下

「農林水産省等」という。）は、研究機関が第１節から第６節に記載した課題を

実施する状況について、次のように確認、評価及び対応を行う。

（１）基本的な考え方

農林水産省等は、資金配分先の研究機関においても研究費が適切に使用・

管理されるよう所要の対応を行う責務を負っている。農林水産省等は、研究

機関における管理体制について、ガイドラインの実施状況を把握し、所要の

改善を促す。

（農林水産省等が実施すべき事項）

① 農林水産省等は、ガイドラインの実施等に関してフォローアップするとと

もに、必要に応じてガイドラインの見直し等を行う。

② 農林水産省等は、研究機関側の自発的な対応を促す形で指導等を行う。管

理体制の改善に向けた指導や是正措置については、緊急の措置が必要な場合

等を除き、研究活動の遂行に及ぼす影響を勘案した上で、段階的に実施する。

（実施上の留意事項）

① 従来も資金配分機関により額の確定現地調査やその他の確認が個別の競争的資

金等で行われている。農林水産省等はそれらの手段を有効に組み合わせて、研

究者及び研究機関の負担を可能な限り増やさずに効率的・効果的な検証を行う

よう努める。

② 研究機関が不正を抑止するために合理的に見て十分な体制整備を図っている場

合には、農林水産省等は、構成員個人による意図的かつ計画的な不正が発生し

たことをもって、直ちに機関の責任を問うものではない。



③ 研究機関の問題は、個別の部局にある場合もあるが、部局も含めた体制整備の

責任は、機関の長にある。したがって、体制整備の問題に関する評価、及び評

価結果に基づき行われる是正措置の対象は原則として機関全体とする。

（２）具体的な進め方

（農林水産省等や研究機関が実施すべき事項）

① 研究機関は、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、年に

１回程度、書面による報告を農林水産省等に提出する。

② 農林水産省等は、①の報告書を基にガイドラインの「全機関に実施を要請

する事項」の内容との整合性について確認を行う。なお、農林水産省は、確

認に当たり必要に応じて資金配分機関と協議する。

③ 農林水産省等は、②の報告書に基づく確認以外に、資金配分額の多い機関

を中心にサンプリング等により対象を選定して現地調査を行い、体制整備等

の実態把握を行う。

④ 農林水産省等は、②の確認や③の調査の結果、機関の体制整備等の状況に

ついて問題を認める場合には、当該機関に対して問題点を指摘するとともに、

問題点の事例を機関名を伏して各機関に通知し、注意を促す。

⑤ 問題を指摘された機関は、指摘された問題点について農林水産省等と協議

の上、改善計画を作成し、同計画を実施する。

⑥ 農林水産省等は、改善計画を履行していないなど、体制整備等の問題が解

消されないと判断する場合、当該機関に対して必要に応じて次のような是正

措置を講じる。なお、是正措置の検討に当たっては、機関からの弁明の機会

を設けるものとする。

（ア）管理条件の付与

管理強化措置等を講じることを資金交付継続の条件として課す。

（イ）機関名の公表

体制整備等が不十分であることを公表する。

（ウ）一部経費の制限

間接経費の削減等、交付する経費を一部減額する。

（エ）配分の停止

当該機関及び当該機関に所属する研究者に対する資金の配分を一定期間停

止する。

⑦ ⑥の是正措置は、改善の確認をもって解除する。

（実施上の留意事項）

① 改善項目の指摘に関する判断基準（チェックリスト）を、対象となる機関の多

様性を踏まえつつ作成し、公表しておく。

② 機関はガイドラインに基づく体制整備等に速やかに着手し、実現可能なものか

ら実施に移した上で、平成２０年度の競争的資金等に係る申請時点から取組状

況について報告を提出する。

③ 評価、改善指導や是正措置は基本的に機関全体に対して行われるべきであるが、

具体的な問題点を把握するため、いくつかの部局を選び、現地調査を実施し、

機関全体の体制整備等の状況について評価する際の判断材料とする。

④ 不正事案が発生した場合、農林水産省等は、当該機関から追加の情報提供を求

め、現地調査を実施するなどにより、不正に関与した者の責任とは別に、体制



整備等の問題について調査を行い、その結果に基づき、上記⑤から⑦までの対

応を行う。

第８節 不正使用及び不正受給への対応

研究者が競争的資金等の不正使用又は不正受給（以下「不正使用等」という。）

を行った場合、農林水産省等は当該研究者等に対し以下の措置を講ずるものとす

る。ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは

不正使用等に当たらない。

（農林水産省等が実施すべき事項）

農林水産省等の競争的資金等及び他府省を含む他の競争的資金等において、

研究費の不正使用等を行ったため、競争的資金等の全部又は一部を返還した研

究課題の研究者及びこれに共謀した研究者に対し、以下のとおり一定期間、競

争的資金等への応募、参加を制限する。

また、当該不正使用等の概要（不正使用等をした研究者名、制度名、所属機

関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）を公表するとともに、他の

競争的資金等を所管する国の機関へ当該不正使用等の概要を提供する。

（ア）研究費の不正使用を主導的に行った研究者：競争的資金等を返還した年

度の翌年度以降２年以上５年以内の間で、その不正使用の内容等を勘案し

て相当と認められる期間

（イ）不正受給を主導的に行った研究者：競争的資金等を返還した年度の翌年

度以降５年間

（ウ）不正使用等を共謀して行った研究者：その不正使用又は不正受給を主導

的に行った研究者と同一の期間

（エ）他府省を含む他の競争的資金等において不正使用等を主導的に行った研

究者及び共謀して行った研究者：当該競争的資金等において応募、参加を

制限されることとされた期間と同一の期間

（実施上の留意事項）

農林水産省等は、研究機関の構成員個人による意図的かつ計画的な不正が発生した

場合であって、当該研究機関が不正を抑止するために、合理的に見て十分な体制整備

を行っていない場合には、当該研究機関に対しても第７節（２）⑥に準じた措置を講

ずるものとする。



実施事項の例

ここに示す事例は、各機関がガイドラインに示された事項を実施する際の参考として

示すものであり、このとおりに実施することが求められるものではない。これらにとら

われることなく、各機関の実情を踏まえた多様な方法が試みられることが期待される。

第１節 機関内の責任体系の明確化

① 競争的資金等の取扱いに関する規程において、 高管理責任者、統括管理責任

者、部局責任者に相当する者の職名を特定し、それぞれの責任範囲・権限を規

定するとともに相互の関係を明記する。

② ①の内容をホームページ等で公表する。

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（１）ルールの明確化・統一化

① 競争的資金等の執行に関する各種ルール及び運営方法の全体像を、機関内外に

対してホームページ等により公表する。部局によって異なるルールがある場合

はそれらを含める。

② よく尋ねられる質問については、ＦＡＱ等で統一見解を明確に示す。

（２）職務権限の明確化

競争的資金等の執行に関して決裁権限規程を見直す。機関全体について一覧

できる権限規程とし、責任と権限を明確にする。

（３）関係者の意識向上

① 研究者や事務職員に対する研修を行い、行動規範や各種ルールの周知・徹底を

図る。研修は、対象者本人の出席を義務付ける形で実施し、具体的な事例を紹

介するなどの方法が有効である。なお、 高管理責任者及び統括管理責任者は

それらの周知に当たり、自ら繰返し徹底して伝達することが肝要である。

② 体制整備に向けた研究者と事務職員の間のコミュニケーション強化を目的とし

て、退職した研究者（同一機関退職者を避けることが望ましい。）の再雇用（臨

時雇用等）や外部人材の活用を図る。これらの者からのアドバイスを受けて、

事務職員が研究者の意識や立場をより深く理解することにより、研究費の運営

・管理が円滑に行われるようにする。但しその際、研究現場の古い体質や慣習

の排除に留意する。

③ 事務職員の専門性を向上させる施策を講じる。また、必要に応じ特定の高い専

門性を有する事務職員を採用する。事務職員に期待される専門性としては、関

連法令、会計制度等に関する広範な知識に加え、研究の内容や動向、研究遂行

に必要な機器・環境等についての理解が挙げられる。

④ 競争的資金等に採択された研究者から、関係ルールを遵守する旨の誓約書の提

出を求める。

（４）調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

① 不正事案の調査を担当する組織として、事案が発生した部局から独立した第三

者（本部事務局の職員あるいは外部の弁護士、公認会計士等）を加えた組織を

設置する。事実の認定を受けて処分を検討する組織が事案発生部局である場合

には、判断基準を明確化・透明化することで、公正性と客観性を確保すること

に特に留意する。

② 懲戒に関しては、機関全体として取り組む。具体的には、懲戒事案の審議の開



始を決定する段階から本部の役員等が関与し、審議過程に本部の役員等や外部

有識者を参画させるなどの方法をとる。

③ 懲戒に関する委員会の運営については、内部通報制度との連携を図るとともに、

外部有識者によるモニタリングを行う。

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

① 部局ごとに問題となりうる具体的な事項を洗い出し、一覧表を作成する。その

際には、規程と運用が乖離している事務処理手続き等、現場で実際に問題とな

っている事項を具体的に把握する。

② ①の一覧表をもとに、個々の要因ごとに定量的な評価を行う。定量的な評価と

は、発生可能性と影響度をそれぞれ段階的に評価したものを組み合わせて評価

することなどをいう。この評価結果をもとに、個々の要因への対応の優先度を

決定する。

③ 不正を発生させる要因を機関全体に起因するものと個別部局ごとに特有のもの

とに分類した上で、両者に対する具体的な不正防止計画を策定する。

④ 不正防止計画を確実に遂行していくため、各種媒体を活用して職員に 高管理

責任者の対応姿勢を明示する。

⑤ 統括管理責任者が不正防止計画の実施状況を各部局ごとにモニタリングし、必

要に応じて部局に対して改善を指示する。

⑥ 高管理責任者、統括管理責任者及び部局責任者について、不正防止計画に関

する実施責任及び権限を明確にする。

（２）不正防止計画の実施

① 防止計画推進部署として、競争的資金等に関するコンプライアンス室を設置す

る。コンプライアンス室は、機関全体の観点から実態を把握・検証し、関係部

局と協力して、不正発生要因に対する改善策を講じる。次のような業務も実施

することが望ましい。

（ア）適切なチェック体制の構築や機関内のルールの統一について提言する。

（イ）行動規範案を作成する。

（ウ）行動規範の浸透を図るための方策を推進する。

② コンプライアンス室には、会計・法務の専門的な知識を有する者のほか、退職

した研究者等で、研究経験に基づき関係者に助言ができる人材を確保する。

③ 不正防止計画を具体的に実行するための運用ガイドラインを策定する。

第４節 研究費の適正な運営・管理活動

① 年度開始後、競争的資金等が交付されるまでの間、機関内での立替払い制度等

の代替策を講じる。

② 予算執行を適切かつ効率的に管理することができるよう、財務会計システムを

構築する。

③ 研究者による発注を認める場合は、チェック機能が十分発揮されるよう、次の

ような対応を適宜組み合わせる。

（ア）研究者が有する発注権限の範囲を機関の外部に対して明示する。

（イ）発注様式を統一あるいは電子化することで、発注記録が必ず残るように

する。

（ウ）検収センターを設置するなどにより、発注者以外の者による検収を検収

者の責任を明確にした上で厳格に実施する。



（エ）納品と同時に請求書を業者から機関事務局に直接送付する仕組みとする。

（オ）納品の事実確認を抜打ちで実施する。

（カ）業者の原伝票との照合等、発注・検収に関する事後的な検証を厳格に行う。

④ 研究の円滑な遂行の観点から、可能な限り柔軟な運用を図る一方、発注者と業

者の間に事務局が介在して実態的なチェックがなされる仕組みを導入する。例

えば、資金配分機関が認める場合は、事務局と業者が包括契約（業者等に一括

契約しておき、その都度物品の納品の確認等を行って年度内に全体を精算する

方式。限度枠及び業者の選定方法に留意が必要。）を行い、請求書は事務局に直

接送付させる。

⑤ 発注書に支出財源を明示させ、それらを財務会計システムに入力できるように

する。

⑥ 旅費については、宿泊費等について、一定の上限を設定し、実費精算方式とす

る。また、航空賃や新幹線の運賃等についても領収書等を添付する。

⑦ 非常勤雇用者の採用や契約更新に当たって、事務局側で非常勤雇用者との面談

を行い、勤務実態等を確認する。また、採用後も、日常的に非常勤雇用者と事

務職員が面談をするなど勤務実態について事務局側で把握できるような体制を

構築することが望ましい。

⑧ 一定期間継続して雇用する非常勤雇用者の管理については部局事務で一元化し

て行い、事務職員が非常勤雇用者と接触する機会を持ち、実態を把握する。

第５節 情報の伝達を確保する体制の確立

① 通報者の保護のため、利害関係のない弁護士事務所等を通報窓口とする。

② 外部有識者からなるコンプライアンス委員会を設置し、通報された事項が適切

に処理されているかどうか検証する。

③ 行動規範や各種ルール等について、研究者及び事務職員のコンプライアンス意

識の浸透度調査を定期的に（２～３年に１度程度）行う。調査を行うに当たっ

ては、機関全体の状況を反映し、研究者や事務職員のありのままの意識を把握

するため、できるだけ全職員を対象とし、外部を活用するなどの配慮を行う。

④ 競争的資金等に関する管理・監査状況に関する報告書を作成し、ホームページ

等により公表する。

⑤ ＵＳＲ（大学の社会的責任）報告書等において、競争的資金等に係る不正への

取り組みに関する機関内の責任体制や運営・管理の仕組み、コンプライアンス

への取り組み等について積極的に公表する。

第６節 モニタリングの在り方

① 内部監査部門には、会計・法務等の専門的な知識を有する者のほか、研究活動

の実情に精通した者を配置する。

② 納品書について、業者発行の原伝票を確認し、伝票の連番等を通して取引時期

を特定する。

③ 研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して検証したり、

出勤簿に照らし合わせるほか、出張の目的や概要を抜打ちでヒアリングするな

ど、実効性のある監査を行う。

④ 非常勤雇用者の一部を対象に勤務実態についてヒアリングを行う。その際、謝

金等の振込口座のある支店所在地と居住地の違い等、実態的な側面に注意する。

⑤ 監査の質を一定に保つため、監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新

しながら関係者間で活用する。



⑥ 財政上の制約から独立した専属の内部監査部門を設置することが困難な場合、

以下のような対応を行うことも考えられる。

（ア）経理的な側面に対する内部監査は、担当者を指定し、その取りまとめ責

任の下に、複数の組織から人員を確保してチームとして対応する。

（イ）ルール違反防止のためのシステムや業務の有効性、効率性といった側面

に対する内部監査は、防止計画推進部署等が兼務して実施する。

⑦ 防止計画推進部署から不正発生要因の情報を入手した上で、監査計画を適切に

立案する。

⑧ 監事及び会計監査人と内部監査部門が定期的に相互の情報交換を行う場を設け

る。

⑨ 監査報告の取りまとめ結果について、研究機関内で周知を図り、類似事例の再

発防止を徹底する。
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農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の

不正行為への対応ガイドライン

制定 平成18年12月15日 18農会第1147号

改正 平成25年１月31日 24農会第1006号

24林政政第562号

24水推第1148号

改正 平成27年１月21日 26農会第920号

26林政政第424号

26水推第793号

農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知

はじめに

農林水産省は、平成18年12月15日に本ガイドラインを策定し、農林水産省所管

の研究資金に係る研究活動における不正行為に、農林水産省、農林水産省所管の

独立行政法人及び農林水産省の研究資金を活用する研究機関が適切に対応するた

め、それぞれの機関が整備すべき事項等について指針を示してきた。

近年の我が国の科学技術の研究活動における不正行為事案の発生を受け、不正

行為への対応は、これまで個々の研究者の自己責任のみに委ねられている側面が

強かったが、今後は研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより

対応の強化を図ることを基本的な方針とし、今般本ガイドラインを改定した。

各機関においては、本ガイドラインに沿って、研究活動における不正行為に対

応する適切な仕組みを整えること、また、研究資金の配分を行う機関においては、

当該研究資金に係る公募要領や委託契約書等に本ガイドラインの内容を反映させ

ること等により、研究活動における不正行為への対応等について実効ある取組が

一層推進されることを強く求めるものである。

なお、今後の本ガイドラインに基づく各機関の対応状況を見守りつつ、必要に

応じて本ガイドラインの見直しを行っていくこととする。

別紙 4
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第１章 研究活動における不正行為に関する基本的考え方

第１ 研究活動

研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等に

よって知り得た事実やデータを素材としつつ、自分自身の省察・発想・アイディ

ア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。

第２ 研究成果の発表

研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能な

データ・資料を提示しつつ、科学コミュニティに向かって公開し、その内容につ

いて吟味・批判を受けることである。科学研究による人類共通の知的資産の構築

が健全に行われるには、研究活動に対する研究者の誠実さを前提とした、研究者

相互の吟味・批判によって成り立つチェックシステムが不可欠である。研究成果

の発表は、このチェックシステムへの参入の意味を持つものであり、多くが論文

発表という形で行われ、また論文の書き方（データ・資料の開示、論理の展開、

結論の提示等の仕方）に一定の作法が要求されるのはその表れである。

第３ 研究活動における不正行為

研究活動における不正行為とは、研究者倫理に背馳し、その本質ないし本来の
は い ち

趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為
ゆが

にほかならない。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん及び他者の
ねつぞう

研究成果等の盗用が、不正行為に該当する。このほか、他の学術誌等に既発表又

は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公

表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになっ

てきている。こうした行為は、研究の立案・計画・実施・成果の取りまとめの各

過程においてなされる可能性がある。

具体的にどのような行為が、二重投稿や不適切なオーサーシップなどの研究者

倫理に反する行為に当たるのかについては、科学コミュニティにおいて、各研究

分野において不正行為が疑われた事例や国際的な動向等を踏まえて、学協会の倫

理規程や行動規範、学術誌の投稿規程等で明確にし、当該行為が発覚した場合の

対応方針を示すとともに、研究機関においては、これに従って研究成果を適切に

取り扱うことが強く望まれる。

なお、新たな研究成果により従来の仮説や研究成果が否定されることは、研究

活動の本質でもあって、科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結

果的に誤りであったとしても、それは不正行為には当たらない。

第４ 研究活動における不正行為に対する基本姿勢

研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するもので

あるという意味において、科学そのものに対する背信行為である。また、人々の

科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、研究費の多

寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。さらに、研究者の科学者としての存
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在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある。

これらのことを個々の研究者はもとより、科学コミュニティや研究機関、配分

機関は理解して、不正行為に対して厳しい姿勢で臨まなければならない。

第５ 研究者、科学コミュニティ等の自律・自己規律と研究機関の管理責任

研究活動における不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題

として、その防止と併せ、まずは研究者自らの規律並びに科学コミュニティ及び

研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。

研究者は、研究の公正性を維持する責務を負っていることを改めて確認し、研

修や日々の研究活動を通じて研究倫理を継続的に学ぶとともに、修得した研究倫

理を日々の研究活動を通じて後進に伝えるなどにより、研究の高い公正性が自律

的に維持される風土の醸成に努めるべきである。

このような研究者の自己規律を前提としつつ、科学コミュニティは全体として、

各研究者から公表された研究成果を厳正に吟味・評価することを通じ、人類共通

の知的資産の蓄積過程に対して、品質管理を徹底していくという、極めて重い責

務を遂行しなければならない。

その際、若手研究者を育てる指導者自身が、この自律・自己規律ということを

理解し、若手研究者や学生を教育していくことが重要であり、このこと自体が指

導者自身の自己規律でもある。このように指導者、若手研究者及び学生が自律・

自己規律を理解することは、研究活動を通じた人材育成・教育を行う上での大前

提になることを全ての研究者は心に銘記すべきである。また、複数の研究者等に

よる共同研究の実施や論文作成の際、個々の研究者間の役割分担・責任を互いに

明確化すべきことは、研究活動を行う大前提の問題かつ研究者の自己規律の問題

として全ての研究者に認識される必要がある。

こうした研究者自身の規律や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研

究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりに

くい環境が作られるよう対応の強化を図る必要がある。特に、組織としての責任

体制の確立による管理責任の明確化や不正行為を事前に防止する取組を推進する

とともに、実際に不正行為の疑惑が生じた際には、迅速で的確な対応をとること

ができる仕組みをあらかじめ整備しておくことが重要である。

また、研究者や研究支援人材、学生、外国人といった研究活動を行う人材の多

様化、共同研究体制の複雑化が進展していることを踏まえ、研究機関においては、

共同研究における個々の研究者等がそれぞれの役割分担・責任を明確化すること

や、複数の研究者による研究活動の全体を把握・管理する立場にある代表研究者

が研究活動や研究成果を適切に確認していくことを促すとともに、若手研究者等

が自律した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言等がなされる環境整備を

行うべきである。
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第２章 研究活動における不正行為の未然防止のための取組

第１ 本ガイドラインにおける定義

１ 対象とする研究資金

本ガイドラインの対象とする研究資金（以下単に「研究資金」という。）

は、次に掲げるものである。

① 内閣府において「競争的資金」と整理されているもののうち農林水産省

所管のもの

② ①以外の農林水産省が所管する研究資金のうち、研究機関に委託又は補

助を行って実施する研究に係るもの

③ 農林水産省の施設等機関及び農林水産省所管の独立行政法人が、運営費

交付金等により、自ら行う研究及び他の研究機関に委託する研究に係る資

金

２ 対象とする研究者及び研究機関

本ガイドラインの対象とする研究者（以下単に「研究者」という。）は、

研究資金を活用した研究活動を行っている研究者である。また、本ガイドラ

インの対象とする研究機関（以下単に「研究機関」という。）は、それらの

研究者が所属する機関又は研究資金を受けている機関、すなわち、研究活動

を行っている国及び地方公共団体の施設等機関、独立行政法人、大学、公益

財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特例民法法人、企

業等である。

３ 対象とする配分機関

本ガイドラインの対象とする配分機関（以下単に「配分機関」という。）

は、研究資金の配分を行う農林水産省及び農林水産省所管の独立行政法人で

ある。

なお、農林水産省の施設等機関及び農林水産省所管の独立行政法人が運営

費交付金等により自ら行う研究については、当該独立行政法人等が自らに資

金を配分したものとみなして、本ガイドラインを適用するものとする。

第２ 研究活動における不正行為を抑止する環境整備

研究活動における不正行為を未然に防止し、公正な研究活動を推進するために

は、研究機関において、研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教

育（以下「研究倫理教育」という。）を確実に実施することなどにより、研究者

倫理を向上させることがまず重要である。研究倫理教育の実施に当たっては、研

究者の基本的責任や研究活動に対する姿勢などの研究者の行動規範のみならず、

研究分野の特性に応じ、例えば、研究データとなる実験・観察ノート等の記録媒

体の作成（作成方法等を含む。）・保管や実験試料・試薬の保存、論文作成の際

の各研究者間における役割分担・責任関係の明確化など、研究活動に関して守る

べき作法についての知識や技術を研究者等に修得・習熟させることが必要であ
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る。

研究倫理教育の実施に当たって、各研究機関は、それぞれ所属する研究者に加

え、将来研究者を目指す人材や研究支援人材など、広く研究活動に関わる者を対

象に実施する必要がある。例えば、諸外国や民間企業からの研究者や留学生など

が研究機関において一時的に共同研究を行う場合であっても、当該研究機関にお

いて研究倫理教育を受講できるよう配慮する必要がある。

このため、研究機関においては、研究倫理教育責任者の設置など必要な体制整

備を図り、所属する研究者、研究支援人材など、広く研究活動に関わる者を対象

に研究倫理教育を実施することにより、研究者等に研究者倫理に関する知識を定

着、更新させることが求められる。このような自律性を高める取組は、学生や若

手研究者の研究活動を指導する立場の研究者が自ら積極的に取り組むべきであ

る。研究機関全体として、研究倫理教育を徹底し研究者としての規範意識を向上

していくため、このような指導的立場の研究者に対しても、研究倫理教育に関す

るプログラムを履修させることが適切である。

なお、研究活動を行っている農林水産省の施設等機関及び農林水産省所管の国

立研究開発法人に所属する研究者は、定期的に教育を履修することとする。

第３ 配分機関による確認

配分機関においては、所管する研究資金の契約締結又は交付決定時に、研究機

関における研究倫理教育の実施について確認するとともに、必要に応じて、各研

究機関において整備した研究倫理教育に関する体制の整備状況について確認を行

う。

第４ 研究機関における一定期間の研究データの保存・開示

研究機関においては、研究者に対し、研究活動で得られた成果に関して客観的

で検証可能な研究データを一定期間保存し、必要な場合に開示することを義務付

けることとする。研究活動を行っている農林水産省の施設等機関及び農林水産省

所管の国立研究開発法人においては、義務付ける内容について規程を設け、その

適切かつ実効的な運用を行うこととする。なお、保存又は開示するべき研究デー

タの具体的な内容やその期間、方法、開示する相手先については、データの性質

や研究分野の特性等を踏まえることが適切である。

第３章 研究活動における特定不正行為への対応

第１ 特定不正行為

本章で対象とする不正行為（以下「特定不正行為」という。）は、発表された

研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用とする。た

だし、故意によるものではないことが根拠を持って明らかにされたものは不正行

為には当たらない。

（１）捏造
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存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

（２）改ざん

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。

（３）盗用

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。

第２ 研究機関及び配分機関における体制・規程の整備及び公表

研究機関及び配分機関においては、本章を踏まえて、研究活動における特定不

正行為の疑惑が生じたときの体制を適切に整備するとともに、調査手続や方法等

に関する規程の整備に努めることとする。なお、研究活動を行っている農林水産

省の施設等機関及び農林水産省所管の国立研究開発法人については、確実に規程

を整備し、当該機関の内外に公表するものとする。

体制や規程を整備する際、特に、研究活動における特定不正行為に対応するた

めの責任者を明確にし、責任者の役割や責任の範囲を定めること、告発者を含む

関係者の秘密保持の徹底や告発後の具体的な手続を明確にすること、研究活動に

おける特定不正行為の疑惑が生じた事案について本調査の実施の決定その他の報

告を当該事案に係る配分機関に行うよう規定すること、特定不正行為の疑惑に関

し公表する調査結果の内容（項目等）を定めることが必要である。

第３ 告発の受付

１ 告発の受付体制

① 研究機関及び配分機関（以下第３及び第４において「研究機関等」とい

う。）は、研究活動における特定不正行為に関する告発（当該研究機関等

の職員による告発のみならず、外部の者によるものを含む。以下同じ。）

を受け付け、又は告発の意思を明示しない相談を受ける窓口（以下「受付

窓口」という。）を設置しておくものとする。なお、このことは必ずしも

新たに部署を設けることを意味しない。また、受付窓口について、客観性

や透明性を向上させる観点から、外部の機関に業務委託することも可能と

する。

② 研究機関等は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連絡先、

受付の方法などを定め、機関内外に周知する。

③ 研究機関等は、告発者が告発の方法を書面、電話、ＦＡＸ、電子メール、

面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。

④ 研究機関等は、告発の受付や調査・事実確認（以下「調査」という。）

を行う者が自己との利害関係を持つ事案に関与しないよう取り計らう。

⑤ 告発の受付から調査に至るまでの体制について、研究機関等はその責任

者として例えば理事等適切な地位にある者を指定し、必要な組織を構築し

て企画・整備・運営する。
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２ 告発の取扱い

① 告発は、受付窓口に対する書面、電話、ＦＡＸ、電子メール、面談など

を通じて、研究機関等に直接行われるべきものとする。

② 原則として、告発は顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研

究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不

正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受け付ける。

③ ②にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究機関等は告発の内

容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。

④ 告発があった研究機関等が調査を行うべき機関に該当しないときは、第

４の１により調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。回付

された研究機関等は当該機関に告発があったものとして当該告発を取り扱

う。また、第４の１により、告発があった研究機関等に加え、ほかにも調

査を行う研究機関等が想定される場合は、告発を受けた研究機関等は該当

する機関に当該告発について通知する。

⑤ 書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得な

い方法による告発がなされた場合は、研究機関等は告発者（匿名の告発者

を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名に

よる告発者として取り扱う。以下同じ。）に受け付けたことを通知する。

⑥ 報道や学会等の科学コミュニティにより特定不正行為の疑いが指摘され

た場合は、特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関に匿名の告発

があった場合に準じて取り扱うものとする。

⑦ 特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている（特定不正行

為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容

が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されている場合に限

る。）ことを、特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関が確認し

た場合、当該研究機関に告発があった場合に準じて取り扱うことができる

ものとする。

⑧ 告発の意思を明示しない相談については、相談を受けた機関はその内容

に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認め

た場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。

これに対して告発の意思表示がなされない場合にも、研究機関等の判断で

当該事案の調査を開始することができる。

⑨ 特定不正行為が行われようとしている、あるいは特定不正行為を求めら

れているという告発・相談については、告発・相談を受けた機関はその内

容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を

行うものとする。ただし、告発・相談を受けた機関が、被告発者の所属す

る機関でないときは、当該機関は被告発者の所属する機関に事案を回付す

ることができる。被告発者の所属する機関でない機関が警告を行った場合

は、当該機関は被告発者の所属する機関に警告の内容等について通知する。

３ 告発者・被告発者の取扱い
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① 告発を受け付ける場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓

口の担当職員以外は見聞できないようにしたりするなど、告発内容や告発

者（上記２⑧及び２⑨における相談者を含む。以下３において同じ。）の

秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。

② 研究機関等は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内

容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意

に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。

③ 調査事案が漏洩した場合、研究機関等は告発者及び被告発者の了解を得

て、調査中であっても、調査事案について公に説明することができる。た

だし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は、当人の了解は不要

とする。

④ 研究機関等は、悪意（被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う

研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被

告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思を

いう。以下同じ。）に基づく告発を防止するため、告発は原則として顕名

によるもののみ受け付けることや、告発には不正とする科学的合理的理由

を示すことが必要であること、告発者に調査に協力を求める場合があるこ

と、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、氏名

の公表や懲戒処分、刑事告発がありうることなどを機関内外にあらかじめ

周知する。

⑤ 研究機関等は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告

発したことを理由に告発者に対し、解雇、配置転換、懲戒処分、降格、減

給等を行ってはならない。

⑥ 研究機関等は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもっ

て、被告発者の研究活動を全面的に禁止し、又は被告発者に対する解雇、

配置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。

第４ 特定不正行為の告発に係る事案の調査

１ 調査を行う機関

① 研究機関に所属する（どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研

究機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。）研究者

に係る特定不正行為の告発があった場合、原則として、当該研究機関が告

発された事案の調査を行う。

② 被告発者が複数の研究機関に所属する場合、原則として被告発者が告発

された事案に係る研究を主に行っていた研究機関を中心に、所属する複数

の機関が合同で調査を行うものとする。ただし、中心となる機関や調査に

参加する機関については、関係機関間において、事案の内容等を考慮して

別の定めをすることができる。

③ 被告発者が所属する研究機関と異なる研究機関で行った研究に係る告発

があった場合、所属する研究機関と研究が行われた研究機関が合同で、告

発された事案の調査を行う。
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④ 被告発者が、告発された事案に係る研究を行っていた際に所属していた

研究機関を既に離職している場合、現に所属する研究機関が、離職した研

究機関と合同で、告発された事案の調査を行う。被告発者が離職後、どの

研究機関にも所属していないときは、告発された事案に係る研究を行って

いた際に所属していた研究機関が、告発された事案の調査を行う。

⑤ 上記①から④までによって、告発された事案の調査を行うこととなった

研究機関は、被告発者が当該研究機関に現に所属しているかどうかにかか

わらず、誠実に調査を行わなければならない。その際、研究機関において

調査を適切かつ円滑に進めるため、配分機関や農林水産省の当該案件に係

る研究資金所管課（以下「農林水産省の研究資金所管課」という。）は、

必要に応じて助言などの支援を行う。

⑥ 被告発者が、調査開始のとき及び告発された研究を行っていたときの双

方の時点でいかなる研究機関にも所属していなかった場合や、調査を行う

べき研究機関による調査の実施が極めて困難であると、告発に係る研究に

対する研究費を配分した配分機関が特に認めた場合は、当該研究機関の同

意を得て、当該配分機関が調査を行う。この場合、当該研究機関は当該配

分機関から協力を求められたときは、誠実に協力しなければならない。

⑦ 研究機関は他の研究機関や学協会等の科学コミュニティに、また、配分

機関は告発された研究の分野に関連がある研究機関や学協会等の科学コミ

ュニティに、調査を委託すること又は調査を実施する上での協力を求める

ことができる。このとき、第３の３①から③まで及び第４は委託された又

は調査に協力する機関等に準用されるものとする。

２ 告発に対する調査体制・方法

各研究機関等は、調査の具体的な進め方について、各研究機関等の実情等に

応じて適切に定めるものとする。

（１）予備調査

① 上記１によって調査を行う研究機関等（以下「調査機関」という。）は、

告発を受け付けた後速やかに、告発された行為が行われた可能性、告発の

際示された科学的合理的理由の論理性、告発された研究の公表から告発ま

での期間が、生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬など研究成果

の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理

的な保存期間、あるいは被告発者が所属する研究機関が定める保存期間を

超えるか否かなど告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行

う。調査機関は、以下（２）②の調査委員会を設置して予備調査に当たら

せることができる。

② 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発等に係る予備調

査を行う場合は、取り下げに至った経緯・事情を含め、特定不正行為の問

題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。

③ 調査機関は、予備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をす
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べきものと判断した場合、本調査を行う。調査機関は告発を受け付けた後、

おおむね３０日以内に本調査を行うか否か決定するものとする。

④ 本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に

通知するものとする。調査機関が研究機関であるときは、研究機関は当該

事案に係る研究に対する資金に関する配分機関に本調査を行わない旨通知

する。この場合、調査機関は予備調査に係る資料等を保存し、配分機関や

告発者の求めに応じ開示するものとする。

（２）本調査

① 通知・報告

（ア）本調査を行うことを決定した場合、調査機関は、告発者及び被告発者

に対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。被告発者

が調査機関以外の機関に所属している場合は、これに加え当該所属機関

にも通知する。告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承した

ときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよ

う周到に配慮する。

（イ）調査機関が研究機関であるときは、研究機関は当該事案に係る研究に

対する資金に関する配分機関（以下「当該事案に係る配分機関」という。）

に本調査を行う旨通知する。当該配分機関が農林水産省でないときは、

当該配分機関は当該通知を農林水産省の研究資金所管課に報告する。

（ウ）本調査は、実施の決定後相当の期間（おおむね３０日）内に開始され

るべきものとする。

② 調査体制

（ア）調査機関は、本調査に当たっては、当該調査機関に属さない外部有識

者を含む調査委員会を設置する。この調査委員会は、調査委員の半数以

上が外部有識者で構成され、全ての調査委員は告発者及び被告発者と直

接の利害関係（例えば、特定不正行為を指摘された研究が論文のとおり

の成果を得ることにより特許や技術移転等に利害があるなど）を有しな

い者でなければならない。

（イ）調査機関は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を

告発者及び被告発者に示すものとする。これに対し、告発者及び被告発

者は、あらかじめ調査機関が定めた期間内に異議申立てをすることがで

きる。異議申立てがあった場合、調査機関は内容を審査し、その内容が

妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る委員を交代させる

とともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。

（ウ）調査委員会の調査機関内における位置付けについては、調査機関にお

いて定める。

③ 調査方法・権限

（ア）本調査は、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生デ

ータ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請などに

より行われる。この際、被告発者に対する弁明の聴取が行われなければ
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ならない。

（イ）告発された特定不正行為が行われた可能性を調査するために、調査委

員会が再実験などにより再現性を示すことを被告発者に求める場合、あ

るいは被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要

性を認める場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）

に関し調査機関により合理的に必要とされる範囲内において、これを行

う。その際、調査委員会の指導・監督の下に行うことにする。

（ウ）上記（ア）（イ）に関して、調査機関は調査委員会の調査権限につい

て定め、関係者に周知する。この調査権限に基づく調査委員会の調査に

対し、告発者及び被告発者などの関係者は誠実に協力しなければならな

い。また、調査機関以外の機関において調査がなされる場合、調査機関

は当該機関に協力を要請する。協力を要請された機関は誠実に協力しな

ければならない。

④ 調査の対象となる研究活動

調査の対象には、告発された事案に係る研究のほか、調査委員会の判断

により調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。

⑤ 証拠の保全措置

調査機関は本調査に当たって、告発された事案に係る研究に関して、証

拠となるような資料等を保全する措置をとる。この場合、告発された事案

に係る研究活動が行われた研究機関が調査機関となっていないときは、当

該研究機関は調査機関の要請に応じ、告発された事案に係る研究活動に関

して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。これらの措置に影

響しない範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しない。

⑥ 調査の中間報告

調査機関が研究機関であるときは、当該事案に係る配分機関の求めに応

じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機関に提出する

ものとする。

⑦ 調査における研究又は技術上の情報の保護

調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又

は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩すること

のないよう十分配慮する。

３ 認定

（１）認定

① 調査委員会は本調査の開始後、相当の期間（おおむね１５０日）内に調

査した内容をまとめ、特定不正行為が行われたか否か、特定不正行為と認

定された場合はその内容、特定不正行為に関与した者とその関与の度合、

特定不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当

該研究における役割を認定する。

② 特定不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じ

て告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、
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併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、告

発者に弁明の機会を与えなければならない。

③ 上記①又は②について認定を終了したときは、調査委員会は直ちにその

設置者たる調査機関に報告する。

（２）特定不正行為の疑惑への説明責任

① 調査委員会の調査において、被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとす

る場合には、自己の責任において、当該研究が科学的に適正な方法と手続

に則って行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたも

のであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

② ①の被告発者の説明において、被告発者が生データや実験・観察ノート、

実験試料・試薬等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足に

より証拠を示せない場合は特定不正行為とみなされる。ただし、被告発者

が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によら

ない理由（例えば災害など）により、上記の基本的な要素を十分に示すこ

とができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限り

ではない。また、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬などの不

存在が、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属す

る、又は告発された事案に係る研究を行っていたときに所属していた研究

機関が定める保存期間を超えることによるものである場合についても同様

とする。

③ 上記①の説明責任の程度及び②の本来存在するべき基本的要素について

は、研究分野の特性に応じ、調査委員会の判断に委ねられる。

（３）特定不正行為か否かの認定

調査委員会は、上記（２）①により被告発者が行う説明を受けるとともに、

調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証

拠を総合的に判断して、特定不正行為か否かの認定を行う。証拠の証明力は、

調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックの

なされ方など様々な点から客観的不正行為事実及び故意性等を判断すること

が重要である。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として特定不正行為と認

定することはできない。

被告発者の説明及びその他の証拠によって、特定不正行為であるとの疑い

が覆されないときは、特定不正行為と認定される。また、被告発者が生デー

タや実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在など、本来存在するべき基

本的な要素の不足により、特定不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を

示せないとき（上記（２）②）も同様とする。

（４）調査結果の通知及び報告

① 調査機関は、調査結果（認定を含む。以下同じ。）を速やかに告発者及

び被告発者（被告発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者を含
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む。以下第４において同じ。）に通知する。被告発者が調査機関以外の機

関に所属している場合は、これらに加え当該所属機関に当該調査結果を通

知する。

② 調査機関が研究機関であるときは、当該研究機関は、①に加えて当該事

案に係る配分機関に、当該調査結果を通知する。当該配分機関が農林水産

省でないときは、当該配分機関は当該調査結果を農林水産省の研究資金所

管課に報告する。

③ 農林水産省以外の配分機関が調査したときは、当該配分機関は農林水産

省の研究資金所管課に報告する。

④ 悪意に基づく告発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関

にも通知する。

（５）不服申立て

① 特定不正行為と認定された被告発者は、あらかじめ調査機関が定めた期

間内に、調査機関に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内

であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

② 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての

審査の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。この場合の認定に

ついては、上記（１）③を準用する。）は、その認定について、上記①の

例により不服申立てをすることができる。

③ 不服申立ての審査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が、

新たに専門性を要する判断が必要となる場合や、調査委員会の構成等、そ

の公正性に関わるものである場合には、調査機関は、調査委員の交代若し

くは追加、又は調査委員会に代えて、他の者に審査させることができる。

ただし、調査委員会が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等

を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。

④ 特定不正行為があったと認定された場合に係る被告発者による不服申立

てについて、調査委員会（③ただし書の場合は、調査委員会に代わる者）

は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否か

を速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを

却下すべきものと決定した場合には、直ちに調査機関に報告し、調査機関

は被告発者に当該決定を通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案

の引延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が

判断するときは、調査機関は以後の不服申立てを受け付けないことができ

る。

再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被告発者に対し、先

の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、

再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査

を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに調査機関に

報告し、調査機関は被告発者に当該決定を通知する。

⑤ 調査機関は、被告発者から特定不正行為の認定に係る不服申立てがあっ
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たときは、告発者に通知する。調査機関が研究機関であるときは、加えて

当該事案に係る研究に対する資金に関する配分機関に通知する。不服申立

ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。

⑥ 調査委員会が再調査を開始した場合は、相当の期間（おおむね５０日）

内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに調査機関に

報告し、調査機関は当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関及び告

発者に通知する。調査機関が研究機関であるときは、加えて当該事案に係

る配分機関に通知する。当該配分機関が農林水産省でないときは、当該配

分機関は農林水産省の研究資金所管課に当該審査結果を報告する。調査機

関が農林水産省以外の配分機関であるときは、その結果を被告発者、被告

発者が所属する機関及び告発者に通知するとともに、農林水産省の研究資

金所管課に報告する。

⑦ 上記②の悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった

場合、調査機関は、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。調査

機関が研究機関であるときは、加えて当該事案に係る配分機関に通知する。

⑧ 上記⑦の不服申立てについては、調査委員会（③ただし書の場合は、調

査委員会に代わる者）は相当の期間（おおむね３０日）内に再調査を行い、

その結果を直ちに調査機関に報告するものとする。調査機関は、この審査

の結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。調査機

関が研究機関であるときは、加えて当該事案に係る配分機関に通知する。

当該配分機関が農林水産省でないときは当該配分機関は当該審査結果を農

林水産省の研究資金所管課に報告する。調査機関が農林水産省以外の配分

機関であるときは、その結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発

者に通知するとともに、農林水産省の研究資金所管課に報告する。

（６）調査資料の提出

配分機関は、事案の調査が継続中であっても、調査機関に対して当該事案

に係る資料の提出又は閲覧を求めることができる。調査機関は、調査に支障

がある等、正当な事由がある場合でなければ、これを拒むことができない。

配分機関は、提出された資料について、下記第５及び第４章のために使用す

るほかに使用してはならない。

（７）調査結果の公表

① 調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やか

に調査結果を公表する。公表する内容には、少なくとも特定不正行為に関

与した者の氏名・所属、特定不正行為の内容、調査機関が公表時までに行

った措置の内容に加え、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含

まれるものとする。

② 調査機関は、特定不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、

原則として調査結果を公表しない。ただし、公表までに調査事案が外部に

漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合
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は、調査結果を公表する。公表する場合、その内容には、特定不正行為が

行われなかったこと（論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は

そのことも含む。）、被告発者の氏名・所属に加え、調査委員の氏名・所

属、調査の方法・手順等が含まれる。悪意に基づく告発の認定があったと

きは、告発者の氏名・所属を併せて公表する。

第５ 告発者及び被告発者に対する措置

告発者及び被告発者等に対する、調査中又は認定から配分機関による措置等が

なされるまでの間などにおいて、研究機関又は配分機関がとる措置は以下のとお

りとする。

１ 調査中における一時的措置

（１）研究機関による支出停止

被告発者が所属する研究機関は、本調査を行うことが決まった後、調査機

関から調査結果の通知を受けるまでの間、告発された研究に係る研究費の支

出を停止することができる。

（２）配分機関による使用停止・保留等

① 第４の２（２）⑥による中間報告を受けた配分機関は、本調査の対象と

なっている被告発者に対し、調査機関から調査結果の通知を受けるまでの

間、当該事案に係る研究費の使用停止を命ずることができる。

② 第４の２（２）⑥による中間報告を受けた配分機関は、本調査の対象と

なっている被告発者に対し、調査機関から調査結果の通知を受けるまでの

間、被告発者に交付決定した当該研究に係る研究費の交付停止（既に一部

交付している場合の未交付分の交付停止を含む。）や、既に別に被告発者

から申請されている研究資金について、採択の決定、あるいは採択決定後

の研究費の交付を保留（一部保留を含む。）することができる。

２ 特定不正行為が行われたと認定された場合の緊急措置等

（１）研究資金の使用中止

特定不正行為が行われたとの認定があった場合、特定不正行為に係る研究

に資金を配分した機関と、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定

不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと

認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された

著者（以下「被認定者」という。）が所属する研究機関は、当該被認定者に

対し、直ちに当該研究資金の使用中止を命ずる。

（２）研究機関による処置等

研究機関は、所属する被認定者に対し、内部規程に基づき適切な処置をと

るとともに、特定不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告するものと

する。
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３ 特定不正行為が行われなかったと認定された場合の措置

① 特定不正行為が行われなかったと認定された場合、告発された研究に係

る資金を配分した機関及び被告発者が所属する研究機関は、本調査に際し

てとった研究費支出の停止や採択の保留等の措置を解除する。証拠保全の

措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、又は、

不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。

② 調査機関は、当該事案において特定不正行為が行われなかった旨を調査

関係者に対して、周知する。また、当該事案が調査関係者以外に漏洩して

いる場合は、調査関係者以外にも周知する。

③ 告発された研究に係る資金を配分した機関及び被告発者が所属する研究

機関は、上記②に準じて周知をするなど、特定不正行為を行わなかったと

認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講

じる。

④ 告発が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が研究機関に属する

者であるときは、当該研究機関は当該者に対し、内部規程に基づき適切な

処置を行う。

第４章 特定不正行為に対する配分機関の措置

前章の特定不正行為について、配分機関は、調査機関から本調査の実施の決定

その他の報告を受けた場合は、当該調査機関における調査が適切に実施されるよ

う、必要に応じて指示を行うとともに、速やかにその事案の全容を解明し、調査

を完了させるよう要請する。配分機関は、研究資金に係る研究活動において特定

不正行為が行われたと認定された場合に、当該研究者及び研究機関に対して講じ

る措置について、以下に沿って規程を整備し、当該規程に沿って措置を講じるも

のとする。

１ 措置を検討する体制

（１）措置を検討する委員会

配分機関は、配分した研究資金に係る研究活動における特定不正行為に関

する被認定者への研究資金に係る措置（以下単に「措置」という。）を検討

する委員会（以下単に「委員会」という。）を設置する。

（２）委員会の役割

委員会は、当該委員会を設置した配分機関の求めに応じて、被認定者に対

してとるべき措置を検討し、その結果を配分機関に報告する。

（３）委員会の構成

委員会は、原則として、特定不正行為と認定された研究に係る研究分野の
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研究方法や、特定不正行為について的確な判断を下すために必要な知見を持

ち、被認定者や当該特定不正行為に係る研究に直接の利害関係を有しない有

識者で構成される。また、原則として、被認定者が所属する研究機関に属す

る者は委員としない、あるいは、当該被認定者に係る審議に参加させないも

のとする。ただし、研究分野の特性等により、他に適任者が見当たらず、か

つ、公正な審議が確保できると判断されるときは、この限りではない。

２ 措置の決定手続

（１）委員会における検討

① 委員会は、配分機関の求めがあったとき検討を開始する。

② 委員会が措置を検討するに当たっては、調査機関に対するヒアリングな

どを行い、調査結果を精査し、調査内容、調査の方法・手法・手順、調査

を行った調査委員会の構成等を確認し、特定不正行為の重大性、悪質性、

被認定者それぞれの特定不正行為への関与の度合や特定不正行為があった

と認定された研究（グループ）における立場、特定不正行為を防止するた

めの努力の有無などを考慮した上で、速やかに措置についての検討結果を

配分機関に報告する。

（２）措置の決定

配分機関は、委員会の報告を尊重しつつ、被認定者に対する措置を決定す

る。なお、被認定者に対する弁明の聴取及び措置決定後の不服申立ての受付

は行わない。

（３）措置決定の通知

配分機関は、決定した措置及びその対象者等について、措置の対象者及び

その者が所属する研究機関、当該配分機関以外の配分機関及び農林水産省の

研究資金所管課に通知する。また、農林水産省の研究資金所管課は、当該措

置及びその対象者等について、国費による研究資金を所管する各府省に情報

提供を行う。

３ 措置の対象とする研究者

① 特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等において、特定不

正行為に関与したと認定された著者

② 特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者ではない

が、特定不正行為に関与したと認定された者

③ 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為が

あったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として

認定された著者

４ 措置の内容

配分機関は上記３に掲げる者に対して、以下の措置のうち一つあるいは複
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数の措置を講じる。原則として措置の内容は以下を標準とし、特定不正行為

の重大性、悪質性、個々の被認定者の特定不正行為への具体的な関与の度合

や特定不正行為があったと認定された研究（グループ）における立場、特定

不正行為を防止するための努力の有無等により、事案ごとに定められるもの

とするが、委員会が特に必要と判断するときは、以下によることのない措置

をとることを妨げない。

（１）研究資金の打ち切り

① 上記３に掲げる者に対して、特定不正行為があったと認定された研究に

係る研究資金の配分を打ち切り、当該研究資金であって、特定不正行為の

認定がなされた時点において未だ配分されていない残りの分の研究費及び

次年度以降配分が予定されている研究費については、以後配分しない。な

お、特定不正行為があったと認定された研究が研究計画の一部である場合、

当該研究計画に係る研究全体への資金配分を打ち切るか否かは、措置対象

者以外の研究者の取扱いを含めて、事案ごとに委員会が判断するものとす

る。

② 上記３①及び②に掲げる者に対して、特定不正行為があったと認定され

た研究に係る研究資金以外の、現に配分されている全ての研究資金であっ

て、特定不正行為の認定がなされた時点において未だ配分されていない残

りの分の研究費及び次年度以降配分が予定されている研究費については、

以下のとおりの措置をとる。

（ア）上記３①及び②に掲げる者が研究代表者となっている研究について

は打ち切りとし、以後配分しない。

（イ）上記３①及び②に掲げる者が研究分担者又は研究補助者となってい

る研究については、当人による研究費使用を認めない。

（２）研究資金の申請の不採択

① 研究資金で、特定不正行為が認定された時点で上記３に掲げる者を研究

代表者として申請されているものについては採択しない。

② 研究資金で、特定不正行為が認定された時点で上記３に掲げる者を研究

分担者又は研究補助者として申請されているものについては、当人を除外

しなければ採択しない。また、採択後に、当人が除外されないまま採択さ

れたことが判明した場合は、その採択を取り消すことができる。

（３）特定不正行為に係る研究資金の返還

特定不正行為があったと認定された研究に配分された研究費（間接経費若

しくは管理費を含む。以下（３）において同じ。）の一部又は全部の返還を

求める。返還額については、以下の①及び②を原則としながら、特定不正行

為の悪質性や研究計画全体に与える影響等を考慮して定めるものとする。

なお、①及び②いずれの場合も、研究機関と契約する研究の場合は当該研

究機関が責任を負う。研究者個人と契約する研究の場合は研究者個人が責任
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を負う。

① 未使用研究費等の返還

（ア）当該研究全体が打ち切られたときは、当該研究機関に対し、未使用の

研究費の返還並びに契約済みであるが納品されていない場合の契約解除

並びに未使用の場合の機器等の物品の返品及びこれに伴う購入費の返還

を求める。なお、違約金の支払い義務が発生した場合は当該研究機関の

自己負担とする。

（イ）当該研究全体のうち、特定不正行為があったと認定された研究が研究

計画の一部であり、当該研究全体が打ち切られていないときは、当該研

究機関に対し、上記３に掲げる研究者が行っていた研究に係る未使用の

研究費の返還並びに契約済みであるが納品されていない場合の契約解除

並びに未使用の場合の機器等の物品の返品及びこれに伴う購入費の返還

を求める。なお、違約金の支払い義務が発生した場合は当該研究機関の

自己負担とする。

② 研究費全額の返還

３①及び②に掲げる者が研究の当初から特定不正行為を行うことを意図

していた場合など特に悪質な場合は、当該者に係る当該研究に対して配分

された研究費の全額の返還を求める。なお、特定不正行為があったと認定

された研究が研究計画の一部である場合、当該研究計画に対して配分され

た研究費の全額の返還を求めるか否かは、事案ごとに委員会が判断するも

のとする。

（４）研究資金への申請及び参加資格の制限

上記３に掲げる者に対して、特定不正行為と認定された年度の翌年度以降、

農林水産省所管の全ての研究資金への研究代表者、研究分担者（共同研究者）

及び研究補助者としての申請を制限する。制限期間については、特定不正行

為の重大性、悪質性及び特定不正行為への関与の度合に応じ、別表で定める

基準に基づいて委員会が定める。なお、他府省所管の研究資金を活用した研

究活動について特定不正行為があった者による申請についても、他府省等が

行う特定不正行為に対する措置に応じて同様に取り扱うものとする。

５ 措置と訴訟との関係

配分機関が行う措置と調査機関の認定に関する訴訟との関係については以

下のとおりとする。

（１）措置後に訴訟が提起された場合

配分機関が措置を行った後、調査機関に設置された調査委員会が行った特

定不正行為の認定について訴訟が提起された場合であっても、当該認定が不

適切である等、当該措置の継続が不適切であると認められる内容の裁判所の

判断がなされない限り、当該措置は継続するものとする。
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（２）措置前に訴訟が提起された場合

措置を行う前に、調査機関に設置された調査委員会による特定不正行為の

認定について訴訟が提起された場合についても、訴訟の結果を待たずに当該

措置を行うことを妨げない。当該措置を行った後の取扱いについては上記

（１）によるものとする。

（３）措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合

措置を行った後、調査機関に設置された調査委員会による特定不正行為の

認定が不適切であった旨の裁判が確定したときは、直ちに当該措置は撤回さ

れる。

① 当該措置により研究費の返還がなされていた場合は、配分機関は、その

金額を措置対象者に再交付することができる。

② 当該措置により研究費の打ち切りがなされていた場合は、配分機関は打

ち切りの対象となった研究の状況に応じて交付を再開するか否か判断する

ものとする。

第５章 組織としての管理責任に対する措置

第１ 組織としての責任体制の確保

研究活動における不正行為を未然に防止するとともに、不正行為の疑いのある

事案が発覚した場合に適切に対応することにより、公正な研究活動を推進するこ

とが重要である。本ガイドラインでは、研究機関が責任を持って不正行為の防止

に関わることで、不正行為が起こりにくい環境が作られるよう対応の強化を図る

ことを基本としており、組織として不正行為に適切に対応するための体制や規程

の整備を求めている。

１ 研究活動を行っている農林水産省の施設等機関及び農林水産省所管の国立

研究開発法人に対する履行状況調査

① 研究活動を行っている農林水産省の施設等機関及び農林水産省所管の国

立研究開発法人に対し、農林水産省本省における各機関の所管課は、本ガ

イドラインを踏まえた体制整備状況等について定期的に履行状況調査を行

い、実態を適切に把握する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調

査又はその組み合わせによって行う。

② 履行状況調査の結果、当該機関の体制整備等に不備があることが確認さ

れた場合、当該機関に対し、改善事項及びその履行期限を示した管理条件

を付すなどの指導・助言を行う。

③ 農林水産省本省における各機関の所管課は、当該機関において管理条件

に基づいた体制整備等が完了したと判断するまで、管理条件の履行状況に

ついて毎年度確認を行う。
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２ 研究活動における特定不正行為が発生した場合の当該研究機関に対する履

行状況調査

① 研究活動における特定不正行為が発生した場合、当該案件に係る配分機

関は、当該研究機関に対し、本ガイドラインを踏まえた体制整備状況等に

ついて履行状況調査を行う。農林水産省の研究資金所管課は、調査結果に

ついて報告を受けるとともに、必要に応じて自ら履行状況調査を行うこと

ができるものとする。

② 履行状況調査の結果、当該研究機関の体制整備等に改善を求める必要が

あると配分機関及び農林水産省の研究資金所管課が判断する場合、配分機

関は農林水産省の研究資金所管課と協議の上、改善事項及びその履行期限

を示した管理条件を付すなどの指導・助言を行う。なお、協議を受けた農

林水産省の研究資金所管課は、農林水産省内の関係課（当該配分機関の所

管課や特定不正行為を行った研究機関の所管課等）に協議を行うものとす

る。

③ 配分機関は、当該研究機関において管理条件に基づいた体制整備等が完

了したと判断するまで、管理条件の履行状況について随時確認を行う。

第２ 研究機関に対する措置

研究機関において、特定不正行為の疑いのある事案が発覚したにもかかわらず

正当な理由なく調査が遅れた場合や、上記１による管理条件が履行されない場合、

配分機関は農林水産省の研究資金所管課と協議の上、以下の措置を講じる。なお、

協議を受けた農林水産省の研究資金所管課は、農林水産省内の関係課（当該配分

機関の所管課や特定不正行為を行った研究機関の所管課等）に協議を行うものと

する。措置の実施に当たっては、あらかじめ当該研究機関からの弁明の機会を設

けるものとする。

（１）正当な理由なく調査が遅れた場合

間接経費等、交付する経費を一部削減する。

（２）管理条件が履行されない場合

間接経費等、交付する経費を一部削減する。本措置を決定した後も、管理

条件の履行に進展が認められないと配分機関が判断した場合、当該研究機関

に対する研究資金の配分を停止する。これらの措置は、当該研究機関におい

て改善計画が履行されていると配分機関が判断した場合に解除される。

第６章 措置内容の公表

配分機関は、第４章及び第５章に掲げる措置を決定したときは、それを速やか

に公表する。
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第７章 措置内容等の公募要領等への記載

配分機関は、研究活動における特定不正行為を行った場合に配分機関がとる制

裁的措置の内容や措置の対象となる者の範囲について、研究資金の公募要領や委

託契約書（付属資料を含む。）等に記載し、研究者がそれをあらかじめ承知して

応募あるいは契約するように取り計らうものとする。

附 則

この改正されたガイドラインは、平成２７年４月１日から適用する。
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別表

申請制限

研究資金への申請を制限する者 特定不正行為の程度 期間

特定不正 １ 研究の当初から特定不正 １０年

行為に関 行為を行うことを意図して

与したと いた場合など、特に悪質な

認定され 者

た者

２ 特定不 当該論文等のう 当該分野の研究の進展 ５～７年

正行為が ち内容について への影響や社会的影響

あったと 責任を負う者と が大きく、又は行為の

認定され して認定された 悪質性が高いと判断さ

た研究に 著者（監修責任 れる場合

係る論文 者、代表執筆者

等の著者 又はこれらの者 当該分野の研究の進展 ３～５年

と同等の責任を への影響や社会的影響

負うと認定され が小さく、又は行為の

た者） 悪質性が低いと判断さ

れる場合

上記以外の著者 ２～３年

３ １及び２を除く特定不正 ２～３年

行為に関与したと認定され

た者

特定不正行為に関与したとまでは認定 当該分野の研究の進展 ２～３年

されないものの、特定不正行為があっ への影響や社会的影響

たと認定された研究に係る論文等のう が大きく、又は行為の

ち内容について責任を負う者として認 悪質性が高いと判断さ

定された著者（監修責任者、代表執筆 れる場合

者又はこれらの者と同等の責任を負う

と認定された者） 当該分野の研究の進展 １～２年

への影響や社会的影響

が小さく、又は行為の

悪質性が低いと判断さ

れる場合
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１ ９ 規 程 第 １ ０ ８ 号

平 成 １ ９ 年 ７ 月 １ 日

委託試験研究に係る不正行為の取扱いに関する規程

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機

構」という。）が委託により実施させる試験及び研究並びに調査（以下「委託試験研

究」という。）における不正行為が発生した場合等に適切に対応するための措置に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところに

よる。

一 受託機関 委託試験研究の契約の相手方となる法人その他の任意団体をいう。

二 研究者 受託機関に所属する者で委託試験研究を実施する者をいう。

三 特定不正行為 研究の立案・計画・実施・成果のとりまとめの各過程においてなさ

れる不正行為のうち、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏

造、改ざん及び盗用をいう。ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明ら

かにされたものを除く。

ア 捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）

イ 改ざん（研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ

て得られた研究結果等を真正でないものに加工することをいう。）

ウ 盗用（他の研究者のアイディア、分析方法、解析方法、データ、研究結果、論文

又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。）

四 不正使用 故意若しくは重大な過失により委託費（農研機構が運営費交付金等によ

り他の研究機関に委託する研究に係る資金をいう。以下同じ。）の他の用途への使用

又は委託試験研究契約の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。

五 不正受給 偽りその他不正な手段により委託費を受給することをいう。

六 被認定者 受託機関が特定不正行為又は不正使用若しくは不正受給に関与したと認

定した者及び特定不正行為に関与したとまでは認定しないが、特定不正行為が認定さ

れた論文等の内容について責任を負う者として認定した著者並びに不正使用若しくは

不正受給に直接関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をも

って事業を行うべき義務（以下「善管注意義務」という。）に違反したと認定した者

をいう。（以下、特段の規定がない場合は、「特定不正行為」、「不正使用」及び

「不正受給」を「不正行為」と総称する。）

（規程の適用範囲）

第３条 この規程は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構業務方法書第４１

条の規定に基づく委託試験研究について適用する。ただし、農研機構が農研機構以外の

別紙 5
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者から委託を受けた試験研究を更に農研機構以外の者に委託した場合における当該委託

試験研究については適用しない。

（不正行為に関する告発等の回付等）

第４条 理事長は、不正行為受付窓口（試験研究の不正行為の取扱いに関する規程（１９

規程第１０７号）第６条第５項に規定する不正行為受付窓口をいう。）又は受付窓口

（研究費の不正使用等の防止に関する規程（２７規程第１３４号）第９条第１項に規定

する受付窓口をいう。）（以下「受付窓口」と総称する。）に委託試験研究に係る特定

不正行為が行われた旨の告発（役職員による告発のみならず、外部の者によるものを含

む。以下同じ。）又は委託費に係る不正使用若しくは不正受給（以下「不正使用等」と

いう。）が行われた旨の通報があった場合には、「農林水産省所管の研究資金に係る研

究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成１８年１２月１５日１８農会第１１４７

号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知）及び「研究機関における

公的研究費の管理・監査のガイドライン」（平成１９年１０月１日１９農会第７０６号

農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知）（以下「ガイドライン」と

いう。）に基づき、調査を行う研究機関（以下「調査機関」という。）を特定するとと

もに、当該告発又は通報（以下「告発等」という。）を回付し、告発等が当該研究機関

にあったものとして取り扱うよう要請する。

２ 理事長は、当該調査機関から本調査を行わない旨の通知があった場合は、その旨を被

告発者（通報の場合にあっては被通報者。以下同じ。）が所属する機関及び被告発研究

機関（通報の場合にあっては被通報研究機関。以下同じ。）に通知する。ただし、調査

機関である機関には通知しない。

３ 受付窓口は、研究機関が受理した告発等について、当該研究機関から本調査の実施又

は不実施の通知があった場合には、理事長に報告するものとする。

４ 理事長は、研究機関から本調査の実施の通知があった場合は、第１項により当該研究

機関を調査機関に特定したものとして取り扱うものとする。

（受託機関の責務）

第５条 受託機関は、当該受託機関が実施する委託試験研究について、不正行為を発見

し、又は不正行為があると思料するに至った旨の告発等があった場合には、受託機関に

おいて必要な調査を行い、当該告発等に係る不正行為が行われたか否かの認定を行わな

ければならない。

２ 受託機関は、前項の認定を行った場合には、速やかに当該認定の結果（同項の調査の

内容を含む。）を理事長に報告しなければならない。

（告発者及び被告発者の取扱い）

第６条 理事長は、受付窓口に寄せられた告発等の告発者（通報の場合にあっては通報

者。以下同じ。）、被告発者、告発等内容及び調査内容について、調査結果の公表ま

で、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密

保持を徹底する。
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２ 理事長は、調査事案が漏洩した場合、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中であ

っても、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の

責により漏洩した場合は、当人の了解は不要とする。

３ 理事長は、悪意（被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するた

めなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等

に不利益を与えることを目的とする意思をいう。）に基づく告発等であることが判明し

ない限り、単に告発等をしたことを理由に告発者に対し、懲戒処分等を行わない。

４ 理事長は、相当な理由なしに、単に告発等がなされたことのみをもって、被告発者の

研究活動を全面的に禁止し、又は被告発者に対する懲戒処分等を行わない。

（調査の委託）

第７条 理事長は、第４条第１項の規定に基づき回付すべき適当な研究機関がない場合

や、調査を行うべき研究機関による調査の実施が極めて困難であると認めた場合は、告

発等をされた研究の分野に関連がある研究機関や学協会等の研究者コミュニティに、調

査を委託することができる。この場合、委託された機関は、ガイドラインに基づいて調

査を行うものとする。

（調査中における一時的措置）

第８条 理事長は、第４条第１項の規定により特定した調査機関から本調査を行う旨の通

知があった場合又は前条の規定により調査を委託した場合には、調査の終了前であって

も、必要に応じ調査の中間報告を当該調査機関に求めることができる。

第９条 理事長は、前条による中間報告を受けたときは、被告発研究機関に対し、調査機

関から調査結果の通知を受けるまでの間、当該事案に係る委託費の使用停止を命ずるこ

とができる。

２ 理事長は、前条による中間報告を受けたときは、被告発研究機関に対し、調査機関か

ら調査結果の通知を受けるまでの間、被告発者が研究代表者又は研究分担者若しくは研

究補助者（以下「研究代表者等」という。）である委託試験研究に関し当該研究機関と

契約を締結している当該委託試験研究に係る委託費の支払停止（既に一部支払している

場合の未支払分の支払停止を含む。）又は既に別に被告発者を研究代表者等として申請

されている委託試験研究について、契約の締結若しくは契約締結後の委託費の支払を保

留（一部保留を含む。）することができる。

（委託試験研究に係る措置を検討する委員会の設置等）

第１０条 理事長は、調査機関から受託機関における委託試験研究において不正行為が行

われたと認定した旨の報告があった場合には、速やかに被認定者に対してとるべき措置

を検討する委員会（以下「措置検討委員会」という。）を設置する。

２ 措置検討委員会の委員長は、事案が特定不正行為に係るものである場合にあっては理

事（研究管理担当）とし、不正使用等に係るものである場合にあっては理事（総務担

当）とする。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、理事（研究管理担当）又は理
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事（総務担当）以外の者を委員長とすることができる。

３ 措置検討委員会の委員は、原則として、不正行為が行われたと認定された委託試験研

究に係る不正行為の実態等について的確な判断を下すために必要な知見を持ち、被認定

者又は当該不正行為が行われたと認定された委託試験研究に直接の利害関係を有しない

者とし、理事長が役職員の中から指名し、又は外部の有識者の中から委嘱する。

４ 理事長は、原則として、被認定者が所属する機関に属する者は、委員とせず、及び当

該被認定者に係る審議に参加させない。ただし、研究分野の特性等により、他に適任者

が見当たらず、かつ、公正な審議が確保できると認めるときは、この限りではない。

（委員会の招集）

第１１条 委員長は、措置検討委員会が設置されたときは、直ちに、措置検討委員会を招

集し、当該被認定者に対してとるべき措置の検討を開始する。

（措置の対象者）

第１２条 措置の対象となる者（以下「措置対象者」という。）は、次に掲げる者とす

る。

一 特定不正行為が行われたと認定された委託試験研究に係る論文等の著者のうち、特

定不正行為に関与したと認定された者（共著者を含む。以下同じ。）

二 特定不正行為が行われたと認定された委託試験研究に係る論文等の著者ではない

が、当該特定不正行為に関与したと認定された者

三 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為が行われたと

認定された委託試験研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された

著者

四 不正使用等を行った研究者及びこれに共謀した研究者

五 不正使用等に直接関与したとまでは認定されなかったものの、善管注意義務に違反

した研究者

（措置の内容）

第１３条 不正行為が行われたと認定された委託試験研究についての措置は、次のとおり

とする。

一 措置対象者が実施するものは、中止とする。

二 措置対象者が実施する委託試験研究が委託試験研究全体のうちの一部である場合に

おいて、当該委託試験研究全体を中止するか否かの取扱いは、措置対象者以外の研究

者の取扱いを含めて、事案ごとに措置検討委員会が検討する。

２ 不正行為が行われたと認定された委託試験研究以外の委託試験研究についての措置

は、次のとおりとする。

一 措置対象者のうち前条第１号、第２号及び第４号に掲げる者が代表者となっている

ものについては、中止する。

二 措置対象者のうち前条第１号、第２号及び第４号に掲げる者が研究分担者又は研究

補助者となっているものについては、これらの者の参画を認めない。
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３ 不正行為が行われたと認定された日の属する事業年度（独立行政法人通則法（平成１１

年法律第１０３号）第３６条第１項に規定する事業年度をいう。）において新たに実施

する予定となっている委託試験研究についての措置は、次のとおりとする。

一 措置対象者が研究代表者となっているものは、委託しない。

二 措置対象者が研究分担者又は研究補助者となっているものは、これらの者を除外し

ない限り委託しない。

４ 前条第１号から第３号までに掲げる措置対象者に対しては捏造、改ざん又は盗用が行

われたと認定された日の属する事業年度の翌事業年度以降、同条第４号又は第５号に掲

げる措置対象者に対しては委託費を返還した事業年度の翌事業年度以降、一定期間、全

ての委託試験研究に係る研究代表者、研究分担者（共同研究者）及び研究補助者として

の参画を制限する。制限期間については、不正行為の重大性、悪質性及び不正行為への

関与の度合に応じて措置検討委員会が同条第１号から第３号までに掲げる措置対象者に

あっては別表第１で、同条第４号又は第５号に掲げる措置対象者にあっては別表第２で

定める基準に基づいて定めるものとする。なお、国及び他の独立行政法人が配分した競

争的資金等国費による研究資金を活用した研究活動について不正行為があった者による

申請も、当該国等の機関が行う不正行為に対する措置に応じて同様に取り扱うものとす

る。

（措置の検討）

第１４条 措置検討委員会は、措置を検討するに当たっては、受託機関に対するヒアリン

グ等を行い、当該受託機関から報告を受けた調査結果について、調査内容、調査の方

法、手法及び手順並びに調査を行った当該受託機関の調査委員会等の構成等を精査する

ものとする。

２ 措置検討委員会は、前項のヒアリングの結果及び精査した調査結果に基づき、措置対

象者及び当該措置対象者に対する措置を検討するものとする。

３ 措置対象者に対する措置は、前条各項に掲げる内容を標準とし、不正行為の重大性、

悪質性、被認定者それぞれの不正行為への関与の度合い及び不正行為があったと認定さ

れた研究又はグループにおける立場、不正行為を防止するための努力の有無等を考慮し

た上で、判断するものとする。

４ 措置検討委員会は、措置対象者及び当該措置対象者に対する措置の内容について検討

を終了したときは、速やかにその検討結果を理事長に報告しなければならない。

（措置の決定等）

第１５条 理事長は、前条第４項の報告を受けたときは、措置検討委員会の検討結果を尊

重しつつ、被認定者に対する措置を決定する。

２ 理事長は、措置を決定する前に被認定者から弁明の聴取について申し出があっても、

これを受け付けない。

３ 理事長は、措置を決定したときは、決定した措置及びその対象者等について、措置対

象者及び当該措置対象者が所属する受託機関並びに農林水産省及び農林水産省所管独立

行政法人にも通知する。
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４ 理事長は、措置対象者等から通知した措置について異議がある旨の申し立てがあって

も、これを受け付けない。

（委託試験研究の中止の措置に伴う委託費の返還等）

第１６条 理事長は、決定した措置に基づき、委託試験研究を中止した場合は、措置対象

者が所属する受託機関に対し、次に掲げるところにより委託費の返還等を命ずるものと

する。

一 委託費のうち、措置を決定したときにおいて、受託機関に未だ支払われていない分

については、原則として以後支払いをしない。

二 受託機関に支払われた委託費のうち、措置を決定したときにおいて、受託機関に未

使用額があるときは、原則として返還を求める。

三 措置を決定したときにおいて、受託機関に支払われた委託費で購入した未使用の機

器等の物品があるときは、原則としてこの購入費に相当する額の返還を求める。

２ 理事長は、委託試験研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合等行われ

ていた不正行為が極めて悪質な場合又は不正行為が行われたと認定された委託試験研究

が委託試験研究全体のうちの一部である場合等前項の取扱いにより難いときは、措置検

討委員会と協議の上、その取扱いを決定する。

３ 前各項の取扱いに伴い、受託機関が物品の売買契約等の解除をしたことにより当該受

託機関に違約金等の支払い義務が発生した場合は、当該受託機関において負担するもの

とする。

（措置後に訴訟が提起された場合の対応）

第１７条 農研機構が措置を行った後に、調査機関が行った不正行為が行われたとの認定

について訴訟が提起された場合は、当該認定が不適切である等又は措置の継続が不適切

であると認められる内容の裁判所の判断がなされない限り、当該措置は継続するものと

する。

（措置前に訴訟が提起された場合の対応）

第１８条 農研機構が措置を行う前に、調査機関が行った不正行為が行われたとの認定に

ついて訴訟が提起された場合は、農研機構は当該訴訟の結果を待たずに措置を行うこと

ができる。

（措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合）

第１９条 農研機構が措置を行った後に、調査機関が行った不正行為が行われたとの認定

が不適切であった旨の裁判が確定したときは、理事長は、直ちに措置を撤回するものと

する。

２ 調査機関が行った不正行為が行われたとの認定が不適切であった旨の裁判が確定した

ときにおいて、農研機構が行った措置により委託試験研究を中止していた場合は、その

対象となった委託試験研究の研究計画の進捗状況に応じて、新たに当該委託試験研究の

委託契約を締結するか否かを決定するものとする。
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（措置内容の公表）

第２０条 理事長は、措置を決定したときは、原則として、措置対象者の氏名及び所属、

措置の内容、不正行為が行われた委託試験研究の名称及びその委託契約の金額、研究内

容及び不正行為の内容、調査機関が行った調査結果等について、速やかに公表する。

２ 前項の公表において、当該不正行為について告発等をした者の氏名は、当該告発者の

了承がなければ公表しない。

（不正行為の取扱いについての周知）

第２１条 理事長は、委託試験研究において不正行為を行った場合に農研機構がとる措置

の内容及び措置の対象となる範囲について、委託試験研究の取扱要領及び委託契約書等

に記載し、研究者がこのことをあらかじめ承知することができるよう取り計らうものと

する。

（その他の事項）

第２２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。

附 則（平成25.3.29 規程第108-1号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する

附 則（平成27.8.6 27-15規程第108-2号）

この規程は、平成２７年８月７日から施行する。

附 則（令和元.12.23 31-19規程第108-3号）

この規程は、令和元年１２月２３日から施行する。
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別表第１（第１３条第４項関係）

参画制限
対象資金への参画を制限する者 特定不正行為の程度

期間

特定不正 １ 委託試験研究の当初から特 １０年
行為に関 定不正行為を行うことを意図
与したと していた場合など、特に悪質
認定され な者
た者

２ 特定不 当該論文等の内容 当該分野の研究の進展への影 ５～７年
正行為が について責任を負 響や社会的影響が大きく、又
あったと う者として認定さ は行為の悪質性が高いと判断
認定され れた著者（監修責 される場合
た委託試 任者、代表執筆者
験研究に 又はこれらの者と 当該分野の研究の進展への影 ３～５年
係る論文 同等の責任を負う 響や社会的影響が小さく、又
等の著者 と認定された者） は行為の悪質性が低いと判断

される場合

上記以外の著者 ２～３年

３ １及び２を除く特定不正行 ２～３年
為に関与したと認定された者

特定不正行為に関与したとまでは認定され 当該分野の研究の進展への影 ２～３年
ないものの、特定不正行為があったと認定 響や社会的影響が大きく、又
された委託試験研究に係る論文等の内容に は行為の悪質性が高いと判断
ついて責任を負う者として認定された著者 される場合
（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者
と同等の責任を負うと認定された者） 当該分野の研究の進展への影 １～２年

響や社会的影響が小さく、又
は行為の悪質性が低いと判断
される場合
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別表第２（第１３条第４項関係）

不正使用等に係る参画制
不正使用の程度 参画制限期間

限の対象者

１ 不正使用（故意若し (１)個人の利益を得るための私的流用 １０年
くは重大な過失による
委託費の他の用途への (２) ① 社会への影響が大きく、 ５年
使用又は委託試験研究 (１)以外 行為の悪質性も高いと判断
契約の内容やこれに附 されるもの
した条件に違反した使
用をいう。）を行った ② ①及び③以外のもの ２～４年
研究者及びこれに共謀
した研究者 ③ 社会への影響が小さく、 １年

行為の悪質性も低いと判断
されるもの

２ 不正受給（偽りその ５年
他不正な手段により委
託費を受給することを
いう。）を行った研究
者及びこれに共謀した
研究者

３ 不正使用等に直接関 不正使用等を行
与していないが善管注 った研究者の応
意義務に違反した研究 募制限期間の半
者 分（上限２年、

下限１年、端数
切り捨て）

※ 以下の場合は、応募制限を科さず、厳重注意を通知するものとし、不正使用等の概要
は公表しない。
・１において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用
額が少額な場合

・３において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者に対し
て、善管注意義務を怠った場合
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調達における情報セキュリティ基準 

１ 趣旨 

調達における情報セキュリティ基準（以下「本基準」という。）は、国立研究開発法人農業

・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）が行う調達を受注した法人（以下

「受注者」という。）において当該調達に係る保護すべき情報の適切な管理を目指し、農研機

構として求める対策を定めるものであり、受注者は、情報セキュリティ対策を本基準に則り実

施するものとする。 

 なお、従来から情報セキュリティ対策を実施している場合は、本基準に則り、必要に応じ新

たに追加又は拡充を実施するものとする。また、本基準において示されている対策について、

合理的な理由がある場合は、適用の除外について、農研機構の確認を受けることができる。 

２ 定義 

 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）「保護すべき情報」とは、農研機構の業務に係る情報であって公になっていないもののう

ち、農研機構職員以外の者への漏えいが農研機構の試験研究又は業務の遂行に支障を与え

るおそれがあるため、特に受注者における情報管理の徹底を図ることが必要となる情報を

いう。 

（２）「保護すべき文書等」とは、保護すべき情報に属する文書（保護すべきデータが保存され

た可搬記憶媒体を含む。）、図画及び物件をいう。 

（３）「保護すべきデータ」とは、保護すべき情報に属する電子データをいう。

（４）「情報セキュリティ」とは、保護すべき情報の機密性、完全性及び可用性を維持すること

をいう。 

（５）「機密性」とは、情報に関して、アクセスを許可された者だけがこれにアクセスできる特

性をいう。 

（６）「完全性」とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない特性をいう。

（７）「可用性」とは、情報へのアクセスを許可された者が、必要時に中断することなく、情報

にアクセスできる特性をいう。 

（８）「情報セキュリティ実施手順」とは、本基準に基づき、受注者が受注した業務に係る情報

セキュリティ対策についての実施手順を定めたものをいう。

（９）「情報セキュリティ事故」とは、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故をいう。 

（10）「情報セキュリティ事象」とは、情報セキュリティ実施手順への違反のおそれのある状態

及び情報セキュリティ事故につながるおそれのある状態をいう。 

（11）「経営者等」とは、経営者又は農研機構が行う調達を処理する部門責任者をいう。

（12）「下請負者」とは、契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者（農研機構と直接契約

関係にある者を除く。）をいう。 

（13）「第三者」とは、法人又は自然人としての農研機構と直接契約関係にある者以外の全ての

者をいい、親会社等、兄弟会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザ

別紙 6
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ー、コンサルタントその他の農研機構と直接契約関係にある者に対して指導、監督、業務支

援、助言、監査等を行うものを含む。 

（14）「親会社等」とは、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号の２に規定する「親会

社等」をいう。 

（15）「兄弟会社」とは、同一の会社を親会社とする子会社同士をいい、当該子会社は会社法第

847 条の３第２項第２号に規定する「完全子会社」、会社計算規則（平成 18 年法務省令第

13 号）第２条第３項第 22 号に規定する「連結子会社」及び同項第 23 号に規定する「非連

結子会社」をいう。 

（16）「可搬記憶媒体」とは、パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存するこ

とができる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう。 

（17）「情報システム」とは、ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、

ネットワーク又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うもの

をいう。 

（18）「取扱施設」とは、保護すべき情報の取扱い及び保管を行う施設をいう。 

（19）「保護システム」とは、保護すべき情報を取り扱う情報システムをいう。 

（20）「利用者」とは、情報システムを利用する者をいう。 

（21）「悪意のあるコード」とは、情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称で

あり、コンピュータウイルス、スパイウェア等をいう。 

（22）「伝達」とは、知識を相手方に伝えることであって、有体物である文書等の送達を伴わな

いものをいう。 

（23）「送達」とは、有体物である文書等を物理的に移動させることをいう。 

（24）「電子メール等」とは、電子メールの送受信、ファイルの共有及びファイルの送受信をい

う。 

（25）「電子政府推奨暗号等」とは、電子政府推奨暗号リストに記載されている暗号等又は電子

政府推奨暗号選定の際の評価方法により評価した場合に電子政府推奨暗号と同等以上の解

読困難な強度を有する秘匿化の手段をいう。 

（26）「秘匿化」とは、情報の内容又は情報の存在を隠すことを目的に、情報の変換等を行うこ

とをいう。 

（27）「管理者権限」とは、情報システムの管理（利用者の登録及び登録削除、利用者のアクセ

ス制御等）をするために付与される権限をいう。 

 

３ 対象 

（１）対象とする情報は、受注者において取り扱われる保護すべき情報とする。 

（２）対象者は、受注者において保護すべき情報に接する全ての者（保護すべき情報に接する役

員（持分会社にあっては社員を含む。以下同じ。）、管理職員、派遣職員、契約社員、パー

ト、アルバイト等を含む。この場合において、当該者が、自らが保護すべき情報に接してい

るとの認識の有無を問わない。以下「取扱者」という。）とする。 

 

４ 情報セキュリティ実施手順 

（１）情報セキュリティ実施手順の作成 
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   受注者は、５から１２までの内容を含んだ情報セキュリティ実施手順を作成するものと

し、その際及び変更する場合は、本基準との適合性について、農研機構の確認を受けるもの

とする。 

（２）情報セキュリティ実施手順の周知 

   経営者等は、情報セキュリティ実施手順を、保護すべき情報を取り扱う可能性のある全て

の者（取扱者を含む。）に周知しなければならない。また、保護すべき情報を取り扱う下請

負者に周知しなければならない。 

（３）情報セキュリティ実施手順の見直し 

   受注者は、情報セキュリティ実施手順を適切、有効及び妥当なものとするため、定期的な

見直しを実施するとともに、情報セキュリティに係る重大な変化及び情報セキュリティ事

故が発生した場合は、その都度、見直しを実施し、必要に応じて情報セキュリティ実施手順

を変更しなければならない。 

 

５ 組織のセキュリティ 

（１）内部組織 

  ア 情報セキュリティに対する経営者等の責任 

    経営者等は、情報セキュリティの責任に関する明瞭な方向付け、自らの関与の    

明示、責任の明確な割当て及び情報セキュリティ実施手順の承認等を通して、組    

織内における情報セキュリティの確保に不断に努めるものとし、組織内において、    

取扱者以外の役員、管理職員等を含む従業員その他の全ての構成員について、取    

扱者以外の者は保護すべき情報に接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対    

してその提供を要求してはならない。 

  イ 責任の割当て 

    受注者は、保護すべき情報に係る全ての情報セキュリティの責任を明確化する    

ため、保護すべき情報の管理全般に係る総括的な責任者及び保護すべき情報ごと    

に管理責任者（以下「管理者」という。）を指定しなければならない。 

  ウ 守秘義務及び目的外利用の禁止 

    受注者は、取扱者との間で守秘義務及び目的外利用の禁止を定めた契約又は合    

意をするものとし、要求事項の定期的な見直しを実施するとともに、情報セキュ    

リティに係る状況の変化及び情報セキュリティ事故が発生した場合は、その都度、    

見直しを実施した上、必要に応じて要求事項を修正しなければならない。 

  エ 情報セキュリティの実施状況の調査 

    受注者は、情報セキュリティの実施状況について、定期的及び情報セキュリテ    

ィの実施に係る重大な変化が発生した場合には、調査を実施し、その結果を保存    

しなければならない。また、必要に応じて是正措置を取らなければならない。 

（２）保護すべき情報を取り扱う下請負者 

   受注者は、当該契約の履行に当たり、保護すべき情報を取り扱う業務を下請負者に委託す

る場合、本基準に基づく情報セキュリティ対策の実施を当該下請負者との間で契約し、当該

業務を始める前に、農研機構が定める確認事項に基づき、当該下請負者において情報セキュ

リティが確保されることを確認した後、農研機構に届け出なければならない。 
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（３）第三者への開示の禁止 

  ア 第三者への開示の禁止 

    受注者は、第三者（当該保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を    

除く。）に保護すべき情報を開示又は漏えいしてはならない。やむを得ず保護すべき情報

を第三者（当該保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を除く。）に開示しよ

うとする場合には、あらかじめ、農研機構が定める確認事項に基づき、開示先において情

報セキュリティが確保されることを確認した後、書面により農研機構の許可を受けなけれ

ばならない。 

  イ 第三者の取扱施設への立入りの禁止 

    受注者は、想定されるリスクを明確にした上で、当該リスクへの対策を講じた    

場合を除き、取扱施設に第三者を立ち入らせてはならない。 

 

６ 保護すべき情報の管理 

（１）分類の指針 

   受注者は、保護すべき情報を明確に分類することができる情報の分類体系を定めなけれ

ばならない。 

（２）保護すべき情報の取扱い 

  ア 保護すべき情報の目録 

    受注者は、保護すべき情報の現状（保管場所等）が分かる目録を作成し、維持しなけれ

ばならない。 

  イ 取扱いの管理策 

  （ア）受注者は、保護すべき情報を接受、作成、製作、複製、持出し（貸出しを含む。）、

破棄又は抹消する場合は、その旨を記録しなければならない。 

  （イ）受注者は、保護すべき情報を個人が所有する情報システム及び可搬記憶媒体     

において取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により     

農研機構の許可を得なければならない。 

  （ウ）受注者は、農研機構から特段の指示がない限り、契約終了後、保護すべき情報を返却、

提出、破棄又は抹消しなければならない。ただし、当該情報を引き続き保有する必要が

あるときは、その理由を添えて農研機構に協議を求めることができる。 

  ウ 保護すべき情報の保管等 

    受注者は、保護すべき情報を施錠したロッカー等に保管し、その鍵を適切に管    

理しなければならない。また、保護すべき情報を保護すべきデータとして保存す    

る場合には、暗号技術を用いることを推奨する。 

  エ 保護すべき情報の持出し 

    受注者は、経営者等が持出しに伴うリスクを回避することができると判断した    

場合を除き、保護すべき情報を取扱施設外に持ち出してはならない。 

  オ 保護すべき情報の破棄及び抹消 

    受注者は、接受、作成、製作又は複製した保護すべき情報を復元できないように細断等

確実な方法により破棄又は抹消し、その旨を記録するものとする。 

    なお、保護すべきデータを保存した可搬記憶媒体を廃棄する場合も同様とする。 



5 

 

  カ 該当部分の明示 

  （ア）受注者は、保護すべき情報を作成、製作又は複製した場合は、下線若しくは枠組みに

よる明示又は文頭及び文末に括弧を付すことによる明示等の措置を行うものとする。 

  （イ）受注者は、契約の目的物が保護すべき情報を含むものである場合には、当該     

契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報について、農研機     

構が当該情報を保護すべき情報には当たらないと確認するまでは、保護すべき     

情報として取り扱わなければならない。ただし、保護すべき情報の指定を解除     

する必要がある場合には、その理由を添えて農研機構に協議を求めることがで     

きる。 

 

７ 人的セキュリティ 

（１）経営者等の責任 

   経営者等は、保護すべき情報の取扱者の指定の範囲を必要最小限とするとともに、   

ふさわしいと認める者を充て、情報セキュリティ実施手順を遵守させなければならない。ま

た、農研機構との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を、実効性をもっ

て法的に保障されない者を当該ふさわしいと認める者としてはならない。 

（２）取扱者名簿 

   受注者は、取扱者名簿（取扱者の氏名、生年月日、所属する部署、役職、国籍等が記載さ

れたものをいう。以下同じ。）を作成又は更新し、その都度、保護すべき情報を取り扱う前

に農研機構に届け出て同意を得なければならない。また、受注者は、下請負者及び保護すべ

き情報を開示する第三者の取扱者名簿についても、同様の措置を取らなければならない。 

（３）取扱者の責任 

   取扱者は、在職中及び離職後において、契約の履行において知り得た保護すべき情報を第

三者（当該保護すべき情報を取り扱う業務に係る契約の相手方を除く。）に漏えいしてはな

らない。 

（４）保護すべき情報の返却等 

   受注者は、取扱者の雇用契約の終了又は取扱者との契約合意内容の変更に伴い、保護すべ

き情報に接する必要がなくなった場合には、取扱者が保有する保護すべき情報を管理者へ

返却又は提出させなければならない。 

 

８ 物理的及び環境的セキュリティ 

（１）取扱施設 

  ア 取扱施設の指定 

    受注者は、保護すべき情報の取扱施設（日本国内に限る。）を明確に定めなければなら

ない。 

  イ 物理的セキュリティ境界 

    受注者は、保護すべき情報及び保護システムのある区域を保護するために、物    

理的セキュリティ境界（例えば、壁、カード制御による入口、有人の受付）を用いなけれ

ばならない。 

  ウ 物理的入退管理策 
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    受注者は、取扱施設への立入りを適切な入退管理策により許可された者だけに    

制限するとともに、取扱施設への第三者の立入りを記録し、保管しなければなら    

ない。 

  エ 取扱施設での作業 

    受注者は、保護すべき情報に係る作業は、機密性に配慮しなければならない。また、取

扱施設において通信機器（携帯電話等）及び記録装置（ボイスレコーダー及びデジカメ等）

を利用する場合は、経営者等の許可を得なければならない。 

（２）保護システムの物理的保全対策 

  ア 保護システムの設置及び保護 

    受注者は、保護システムを設置する場合、不正なアクセス及び盗難等から保護    

するため、施錠できるラック等に設置又はワイヤーで固定する等の措置を取らな    

ければならない。 

  イ 保護システムの持出し 

    受注者は、経営者等が持出しに伴うリスクを回避することができると判断した    

場合を除き、保護システムを取扱施設外に持ち出してはならない。 

  ウ 保護システムの保守及び点検 

    受注者は、第三者により保護システムの保守及び点検を行う場合、必要に応じ    

て、保護すべき情報を復元できない状態にする、又は取り外す等の処置をしなけ    

ればならない。 

  エ 保護システムの破棄又は再利用 

    受注者は、保護システムを破棄する場合は、保護すべきデータが復元できない    

状態であることを点検した上、記憶媒体を物理的に破壊した後、破棄し、その旨を記録し

なければならない。また、再利用する場合は、保護すべきデータが復元できない状態であ

ることを点検した後でなければ再利用してはならない。 

 

９ 通信及び運用管理 

（１）操作手順書 

   受注者は、保護システムの操作手順書を整備し、維持するとともに、利用者が利用可能な

状態にしなければならない。 

（２）悪意のあるコードからの保護 

   受注者は、保護システムを最新の状態に更新されたウイルス対策ソフトウェア等を用い

て、少なくとも週１回以上フルスキャンを行うことなどにより、悪意のあるコードから保護

しなければならない。なお、１週間以上電源の切られた状態にあるサーバ又はパソコン（以

下「サーバ等」という。）については、再度の電源投入時に当該処置を行うものとする。 

（３）保護システムのバックアップの管理 

   受注者は、保護システムを可搬記憶媒体にバックアップする場合、可搬記憶媒体は（４）

に沿った取扱いをしなければならない。 

（４）可搬記憶媒体の取扱い 

  ア 可搬記憶媒体の管理 

    受注者は、保護すべきデータを保存した可搬記憶媒体を施錠したロッカー等に    
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おいて集中保管し、適切に鍵を管理しなければならない。また、可搬記憶媒体は、    

保護すべき情報とそれ以外を容易に区別できる処置をしなければならない。 

  イ 可搬記憶媒体への保存 

    受注者は、保護すべきデータを可搬記憶媒体に保存する場合、暗号技術を用い    

なければならない。ただし、農研機構への納入又は提出物件等である場合には、農研機構

の指示に従うものとする。 

  ウ 可搬記憶媒体の廃棄又は再利用 

    受注者は、保護すべきデータの保存に利用した可搬記憶媒体を廃棄する場合、    

保護すべきデータが復元できない状態であることを点検した上、可搬記憶媒体を    

物理的に破壊した後、廃棄し、その旨を記録しなければならない。また、再利用する場合

は、保護すべきデータが復元できない状態であることを点検した後でなければ再利用して

はならない。 

（５）情報の伝達及び送達 

  ア 保護すべき情報の伝達 

    受注者は、通信機器（携帯電話等）を用いて保護すべき情報を伝達する場合、伝達に伴

うリスクを経営者等が判断の上、必要に応じそのリスクから保護しなければならない。 

  イ 伝達及び送達に関する合意 

    受注者は、保護すべき情報を伝達又は送達する場合には、守秘義務を定めた契    

約又は合意した相手に対してのみ行わなければならない。 

  ウ 送達中の管理策 

    受注者は、保護すべき文書等を送達する場合には、送達途中において、許可されていな

いアクセス及び不正使用等から保護しなければならない。 

  エ 保護すべきデータの伝達 

    受注者は、保護すべきデータを伝達する場合には、保護すべきデータを既に暗    

号技術を用いて保存していること、通信事業者の回線区間に暗号技術を用いるこ    

と又は電子メール等に暗号技術を用いることのいずれかによって、保護すべきデ    

ータを保護しなければならない。ただし、漏えいのおそれがないと認められる取    

扱施設内において、有線で伝達が行われる場合は、この限りでない。 

（６）外部からの接続 

   受注者は、保護システムに外部から接続（モバイルコンピューティング、テレワーキング

等）を許可する場合は、利用者の認証を行うとともに、暗号技術を用いなければならない。 

（７）電子政府推奨暗号等の利用 

   受注者は、暗号技術を用いる場合、電子政府推奨暗号等を用いなければならない。    

なお、電子政府推奨暗号等を用いることが困難な場合は、その他の秘匿化技術を用いる等に

より保護すべき情報を保護しなければならない。 

（８）ソフトウェアの導入管理 

   受注者は、保護システムへソフトウェアを導入する場合、あらかじめ当該システムの管理

者によりソフトウェアの安全性の確認を受けなければならない。 

（９）システムユーティリティの使用 

   受注者は、保護システムにおいてオペレーティングシステム及びソフトウェアによる制
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御を無効にすることができるシステムユーティリティの使用を制限しなければならない。 

（10）技術的脆弱性の管理 

   受注者は、技術的脆弱性に関する情報について時期を失せず取得し、経営者等が判断の

上、適切に対処しなければならない。 

（11）監視 

  ア ログの取得 

    受注者は、保護システムにおいて、保護すべき情報へのアクセス等を記録した    

ログを取得しなければならない。 

  イ ログの保管 

    受注者は、取得したログを記録のあった日から少なくとも３か月以上保存する    

とともに、定期的に点検しなければならない。 

  ウ ログの保護 

    受注者は、ログを改ざん及び許可されていないアクセスから保護しなければな    

らない。 

  エ 日付及び時刻の同期 

    受注者は、保護システム及びネットワークを通じて保護システムにアクセス可    

能な情報システムの日付及び時刻を定期的に合わせなければならない。 

  オ 常時監視 

    受注者は、保護システムがインターネットやインターネットと接点を有する情    

報システム（クラウドサービスを含む。）から物理的又は論理的に分離されていない場合

は、常時監視を行わなければならない。 

 

10 アクセス制御 

（１）利用者の管理 

  ア 利用者の登録管理 

    受注者は、取扱者による保護システムへのアクセスを許可し、適切なアクセス    

権を付与するため、保護システムの利用者としての登録及び登録の削除しなければならな

い。 

  イ パスワードの割当て 

    受注者は、保護システムの利用者に対して初期又は仮パスワードを割り当てる    

場合、容易に推測されないパスワードを割り当てるものとし、機密性に配慮した    

方法で配付するものとする。なお、パスワードより強固な手段（生体認証等）を採用又は

併用している場合は、本項目の適用を除外することができる。 

  ウ 管理者権限の管理 

    保護システムの管理者権限は、必要最低限にとどめなければならない。 

  エ アクセス権の見直し 

    受注者は、保護システムの利用者に対するアクセス権の割当てについては、定    

期的及び必要に応じて見直しを実施しなければならない。 

（２）利用者の責任 

  ア パスワードの利用 
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    受注者は、容易に推測されないパスワードを保護システムの利用者に設定させ、    

当該パスワードを複数の機器やサービスで再使用させないとともに、流出時には    

直ちに変更させなければならない。なお、パスワードより強固な手段（生体認証    

等）を採用又は併用している場合は、本項目の適用を除外することができる。 

  イ 無人状態にある保護システム対策 

    受注者は、保護システムが無人状態に置かれる場合、機密性に配慮した措置を    

取らなければならない。 

（３）ネットワークのアクセス制御 

  ア 機能の制限 

    受注者は、保護システムの利用者の職務内容に応じて、利用できる機能を制限    

し提供しなければならない。 

  イ ネットワークの接続制御 

    受注者は、保護システムの共有ネットワーク（インターネット等）への接続に際しては、

接続に伴うリスクから保護しなければならない。 

（４）オペレーティングシステムのアクセス制御 

  ア セキュリティに配慮したログオン手順 

    受注者は、利用者が保護システムを利用する場合、セキュリティに配慮した手    

順により、ログオンさせなければならない。 

  イ 利用者の識別及び認証 

    受注者は、保護システムの利用者ごとに一意な識別子（ユーザーID,ユーザー名等）を

保有させなければならない。 

  ウ パスワード管理システム 

    保護システムは、パスワードの不正使用を防止する機能（パスワードの再使用    

を防止する機能等）を有さなければならない。 

 

11 情報セキュリティ事故等の管理 

（１）情報セキュリティ事故等の報告 

  ア 受注者は、情報セキュリティ事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとと    

もに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかに詳細を農研機構に    

報告しなければならない。 

  イ 次に掲げる場合において、受注者は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる

限りの全ての内容を、その後速やかに詳細を農研機構に報告しなければならない。 

  （ア）保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正     

アクセスが認められた場合 

  （イ）保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続さ     

れているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、     

保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正ア     

クセスのおそれがある場合 

  ウ 情報セキュリティ事故の疑い又は事故につながるおそれのある場合は、受注者    

は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を農研機構に報告しなけれ    
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ばならない。 

  エ アからウまでに規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が

発生した可能性又は将来発生する懸念について受注者の内部又は外部から指摘があった

ときは、受注者は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容

を、速やかに事実関係の詳細を農研機構に報告しなければならない。 

（２）情報セキュリティ事故等の対処等 

  ア 対処体制及び手順 

    受注者は、情報セキュリティ事故、その疑いのある場合及び情報セキュリティ    

事象に対処するため、対処体制、責任及び手順を定めなければならない。 

  イ 証拠の収集 

    受注者は、情報セキュリティ事故が発生した場合、その疑いのある場合及び（１）イ

（ア）の場合は証拠を収集し、速やかに農研機構に提出しなければならない。 

  ウ 情報セキュリティ実施手順への反映 

    受注者は、発生した情報セキュリティ事故、その疑いのある場合及び情報セキュリテ

ィ事象を情報セキュリティ実施手順の見直し等に反映しなければならない。 

 

12 遵守状況等 

（１）遵守状況の確認等 

  ア 遵守状況の確認 

    受注者は、管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実施手順の遵守状    

況を確認しなければならない。 

  イ 技術的遵守状況の確認 

    受注者は、保護システムの管理者の責任の範囲において、情報セキュリティ実    

施手順への技術的遵守状況を確認しなければならない。 

（２）情報セキュリティの記録 

   受注者は、保護すべき情報に係る重要な記録（複製記録、持出記録、監査記録等）の保管

期間（少なくとも契約履行後１年間）を定めた上、施錠したロッカー等において保管又は暗

号技術を用いる等により厳密に保護するとともに、適切に鍵を管理しなければならない。 

（３）監査ツールの管理 

   受注者は、保護システムの監査に用いるツールについて、悪用を防止するため必要最低限

の使用にとどめなければならない。 

（４）農研機構による調査 

  ア 調査の受入れ 

    受注者は、農研機構による情報セキュリティ対策に関する調査の要求があった    

場合には、これを受け入れなければならない。 

  イ 調査への協力 

    受注者は、農研機構が調査を実施する場合、農研機構の求めに応じ必要な協力    

（職員又は農研機構の指名する者の取扱施設への立入り、書類の閲覧等への協力）    

をしなければならない。 
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